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は
じ
め
に

一
九
一
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
、
北
海
道
や
樺
太
で
は
毛
皮
目
的
の
キ
ツ
ネ
飼

育
、
養
狐
業
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
欧
米
で
の
高
級
装
飾
品
を
兼
ね
た
防
寒
目
的
の
利
用
に

向
け
た
も
の
だ
。

こ
の
時
期
、
キ
ツ
ネ
を
囲
い
の
な
か
で
飼
育
す
る
も
の
以
外
に
、
い
く
つ
か
の
島
で
は
外

部
か
ら
持
ち
込
ん
だ
キ
ツ
ネ
を
山
野
に
放
つ
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
新
聞
記
事
な

ど
を
素
材
に
、
こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
基
礎
的
な
事
実
整
理
を
試
み
た
い
。

こ
の
課
題
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
二
つ
の
関
心
か
ら
だ
。

一
つ
は
、
人
間
と
生
物
と
の
関
係
史
と
い
う
関
心
だ
。
私
に
と
っ
て
は
、
開
拓
使
と
キ
ツ

ネ
の
関
係
に
つ
い
て
ま
と
め
た
前
稿
に
続
く
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
開
拓
使
が
実
施
ま
た

は
実
施
し
よ
う
と
し
た
奥
尻
島
へ
の
シ
カ
、
道
南
へ
の
キ
ジ
、
根
室
へ
の
ド
ジ
ョ
ウ
や
ウ
ナ

ギ
な
ど
の
移
入
に
つ
い
て
の
事
例
研
究
に
続
く
も
の
だ（
1
）。
人
間
に
よ
る
鳥
獣
の
利
用
に

つ
い
て
、
野
生
状
態
で
の
狩
猟
と
、
家
畜
化
し
て
の
飼
養
を
仮
に
両
極
と
し
て
み
る
と
、
島

に
野
生
生
物
を
持
ち
込
ん
で
放
つ
行
為
は
そ
の
間
に
位
置
す
る
。
こ
う
し
た
行
為
に
注
目
す

る
こ
と
か
ら
近
代
に
お
け
る
人
間
社
会
の
自
然
環
境
と
の
関
わ
り
方
の
特
徴
を
考
え
て
み
た

い（
2
）。
ま
た
、
こ
う
し
た
事
例
に
つ
い
て
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
地
域
に

お
け
る
生
態
系
や
生
物
相
の
歴
史
的
な
背
景
を
理
解
す
る
た
め
に
も
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。

も
う
一
つ
は
、
キ
ツ
ネ
が
つ
な
ぐ
地
域
間
交
流
史
へ
の
関
心
だ
。
気
候
条
件
が
似
て
い
る

と
の
認
識
に
立
っ
て
、
飼
育
技
術
を
学
ぶ
た
め
に
、
優
良
な
種
狐
を
取
り
入
れ
る
た
め
に
、

と
移
動
し
た
人
び
と
（
と
キ
ツ
ネ
た
ち
）
に
注
目
す
る
と
、
北
海
道
、
千
島
、
樺
太
、
カ
ム

チ
ャ
ツ
カ
半
島
東
沖
の
コ
マ
ン
ド
ル
ス
キ
ー
島
、
ア
ラ
ス
カ
南
沖
の
プ
リ
ビ
ロ
フ
諸
島
、
そ

し
て
プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
島
を
は
じ
め
と
す
る
カ
ナ
ダ
、
等
々
と
い
う
つ
な
が
り
が
浮

か
び
上
が
る
。
近
代
に
お
け
る
北
海
道
と
樺
太
・
千
島
・
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
方
面
と
の
つ
な
が

り
と
し
て
は
、
漁
業
関
係
や
海
獣
猟
関
係
の
も
の
が
知
ら
れ
る
。
キ
ツ
ネ
が
示
す
交
流
史
は

こ
れ
ら
と
重
な
り
合
い
つ
つ
、
さ
ら
に
遠
く
へ
と
伸
び
、
近
現
代
に
お
け
る
太
平
洋
北
回
り

の
交
流
史
研
究
の
可
能
性
を
思
わ
せ
る（
3
）。

と
こ
ろ
で
、
キ
ツ
ネ
の
毛
皮
の
市
場
価
値
は
そ
の
色
に
よ
っ
て
大
き
な
差
が
あ
り
、
キ
ツ

ネ
の
種
類
も
そ
れ
に
応
じ
て
区
分
さ
れ
て
い
た
。
あ
ら
か
じ
め
参
考
ま
で
に
北
海
道
庁
『
養

狐
に
就
て
』（
一
九
三
一
年
）
が
掲
載
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
と
一
枚
あ
た
り
の
価
格
を
紹

介
し
て
お
く（
4
）。

赤
狐
　
普
通
山
野
に
生
息
す
る
赤
い
被
毛
の
も
の
。
毛
皮
は
安
値
で
養
狐
と
し
て
は
重
要

で
は
な
い
。
二
十
〜
五
十
円
。

紅
狐
　
赤
狐
よ
り
も
赤
色
の
濃
い
、
い
わ
ゆ
る
紅
色
の
被
毛
を
有
す
る
も
の
。
三
十
〜

八
十
円
。

十
字
狐
（
ま
た
は
三
毛
狐
）　
黒
赤
白
の
毛
が
混
生
し
た
種
類
で
、
北
海
道
・
樺
太
な
ど

の
山
野
に
生
息
。
毛
皮
は
「
赤
狐
」
よ
り
は
高
価
だ
が
、
今
の
と
こ
ろ
養
狐
場
の
飼
養
は
少

な
い
。
五
十
〜
百
円
。

青
狐
　
被
毛
が
鼠
色
で
色
彩
に
渋
味
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
貴
ば
れ
る
。
北
極
に
近
い
露
領

や
米
領
ア
ラ
ス
カ
が
原
産
地
。
他
の
キ
ツ
ネ
が
孤
独
生
活
を
す
る
の
に
対
し
て
雑
居
す
る
性

山
田
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部
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史
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質
が
あ
り
、
放
養
可
。
百
〜
二
百
円
。

銀
黒
狐
　
黒
色
の
体
毛
中
に
銀
色
の
白
毛
が
混
生
す
る
も
の
。
毛
皮
は
最
も
高
価
。
二
百

〜
五
百
円
。

一
　
海
外
の
養
狐
業
に
つ
い
て
の
情
報

樺
太
に
お
い
て
養
狐
業
が
広
が
る
端
緒
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
一
五
年
に
樺
太
庁
小
沼
種

畜
場
が
島
内
の
蘭
泊
・
並
川
・
留
多
加
地
方
か
ら
「
赤
狐
」
と
「
十
字
狐
」
計
四
つ
が
い
を

購
入
し
、
試
験
的
な
飼
育
を
開
始
し
た
こ
と
と
さ
れ
る（
5
）。
ま
た
、
そ
の
き
っ
か
け
と
し

て
は
、
そ
の
年
東
京
帝
国
大
学
理
学
部
教
授
の
渡
瀬
庄
三
郎
が
カ
ナ
ダ
・
ア
ラ
ス
カ
な
ど
の

養
狐
場
を
視
察
し
て
帰
国
し
、
カ
ナ
ダ
と
気
候
風
土
が
類
似
す
る
樺
太
に
着
目
し
て
来
島
し

た
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
さ
れ
る
。

渡
瀬
庄
三
郎
に
よ
る
カ
ナ
ダ
な
ど
の
養
狐
業
の
紹
介
は
、
北
海
道
や
樺
太
の
新
聞
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
一
九
一
六
年
に
樺
太
を
、
一
九
一
七
年
に
道
南
の
大
沼
養
狐
場
な
ど
を
訪
れ

て
助
言
を
す
る
な
ど
、
養
狐
業
の
活
発
化
に
渡
瀬
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
の
は
確
か

だ（
6
）。
た
だ
、
カ
ナ
ダ
な
ど
海
外
の
養
狐
業
に
つ
い
て
紹
介
し
た
の
は
渡
瀬
だ
け
で
は
な

か
っ
た（
7
）。

早
い
も
の
で
は
、
一
九
一
三
年
十
月
二
十
日
外
務
省
通
商
局
発
行
の
『
通
商
公
報
』
第

五
十
八
号
が
掲
載
し
た
、
在
オ
タ
ワ
総
領
事
代
理
領
事
官
補
有
田
八
郎
報
告
（
同
年
九
月

十
八
日
付
）
に
よ
る
「
毛
皮
の
需
給
関
係
と
加
奈
陀
に
於
け
る
毛
皮
動
物
飼
養
業
」
が
あ
る
。

四
頁
半
に
わ
た
る
こ
の
報
告
の
う
ち
、
ほ
ぼ
三
頁
は
プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
島
を
は
じ
め

と
す
る
カ
ナ
ダ
で
の
キ
ツ
ネ
飼
育
に
関
す
る
記
述
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
人
口
増
・
生
活
程
度
の
向
上
・「
特
殊
階
級
の
贅
沢
」
な
ど
に
よ
り
毛

皮
需
要
は
増
大
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
人
間
活
動
に
よ
る
動
物
の
「
絶
滅
」
や
繁
殖
の
妨

害
な
ど
の
た
め
供
給
が
減
少
し
、
価
格
が
騰
貴
す
る
一
方
だ
。
そ
の
た
め
毛
皮
業
者
は
、
①

家
畜
の
毛
皮
を
「
野
獣
」
の
毛
皮
の
代
替
と
す
る
、
②
需
要
の
持
続
性
が
あ
る
廉
価
な
毛
皮

を
一
部
に
充
て
る
、
③
高
価
な
毛
皮
を
模
造
す
る
、
④
野
生
の
毛
皮
動
物
を
飼
養
す
る
、
と

い
っ
た
策
を
講
じ
て
い
る
。

④
に
は
比
較
的
高
価
な
毛
皮
を
供
給
す
る
動
物
を
選
定
す
る
の
が
望
ま
し
く
、
高
価
な
順

に
「
シ
ー
オ
ッ
タ
ー
」（
ラ
ッ
コ
）、「
ル
シ
ア
ン
・
セ
ー
ブ
ル
」（
ク
ロ
テ
ン
）、「
チ
ン
チ

ラ
」、「
シ
ル
バ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
」
な
の
だ
が
、
こ
の
う
ち
飼
養
方
法
が
確
立
し
て
い
る
の
は

「
シ
ル
バ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
」
だ
け
だ
。
一
九
一
二
年
十
月
現
在
の
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
飼
養
キ

ツ
ネ
数
、
お
よ
び
そ
れ
が
最
多
の
プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
島
の
「
シ
ル
バ
ー
フ
ォ
ッ
ク

ス
」
の
販
売
数
は
表
1
の
と
お
り
で
、
ロ
ン
ド
ン
市
場
で
の
相
場
が
一
枚
五
百
ド
ル
を
下
る

こ
と
は
ま
れ
で
、
二
千
ド
ル
に
達
す
る
こ
と
も
あ
る
。

プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
島
で
養
狐
業
は
従
来
、
農
家
の
副
業
と
し
て
営
ま
れ
て
き
た
が
、

各
地
で
飼
養
熱
が
高
ま
っ
て
種
狐
の
価
格
が
高
騰
し
、
農
家
の
副
業
と
し
て
は
経
営
不
可
能

と
な
り
、
会
社
や
組
合
を
組
織
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
。
一
方
、
農
家
は
種
動
物
に
さ
ほ
ど

資
金
を
要
し
な
い
キ
ツ
ネ
以
外
の
飼
養
を
試
み
る
傾
向
が
あ
る
。

お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
内
容
の
有
田
の
報
告
は
、
キ
ツ
ネ
飼
育
の
技
術
面
な
ど
に
は
踏
み

表1−1　カナダにおけるキツネ飼養（1912年10月）

　
シルバー・
フォックス
（頭）

ク ロ ス・
フォックス
（頭）

バスタート及
レッド・フォッ
クス（頭）

飼養所数

プリンス・エ
ドワード島 650 150 1,000 200

ケベック 40 10 50 6
ノヴァスコシア 32 30 150 13
ニューブラウ
ンスウィッグ 30 10 50 8

オンタリオ 30 40 150 14
その他諸州 18 10 50 -
合計 800 250 1,450 241

表1−2　 プリンス・エドワード島産のシルバーフォッ
クス販売数（1905-12年）

年次 枚数（枚） 価額（ドル） 1枚平均価格
（ドル）

1905 11 5,937 539
1906 8 9,733 1,216
1907 28 22,892 817
1908 （数値欠）1909
1910 27 36,748 1,361
1911 10 10,852 1,085
1912 1 1,995 1,995
合計 85 88,157 1,037

出典：『通商公報』第58号
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込
ん
で
お
ら
ず
、
ま
た
、
現
地
視
察
も
し
て
い
な
い
可
能
性
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
が
、
早

く
に
カ
ナ
ダ
の
養
狐
業
の
状
況
を
紹
介
し
、
輸
出
産
業
と
し
て
の
養
狐
業
の
将
来
性
を
印
象

づ
け
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。

養
狐
業
の
先
駆
け
と
な
っ
た
プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
島
の
状
況
を
伝
え
た
も
の
と
し
て

は
、『
小
樽
新
聞
』
が
一
九
一
五
年
十
月
五
日
付
か
ら
二
十
二
日
付
に
か
け
て
十
二
回
に
わ

た
っ
て
掲
載
し
た
「
野
獣
の
飼
養
」
が
あ
る（
8
）。
前
年
十
月
頃
に
ロ
ン
ド
ン
か
ら
カ
ナ
ダ

に
向
か
っ
て
同
島
に
赴
き
、
養
狐
業
の
実
情
を
視
察
し
た
後
に
帰
国
し
た
東
北
帝
国
大
学
農

科
大
学
（
後
の
北
海
道
帝
国
大
学
農
学
部
）
畜
産
科
吉
田
農
学
士
の
談
話
を
ま
と
め
た
も
の

だ
。
そ
の
談
は
ラ
イ
プ
チ
ヒ
な
ど
の
毛
皮
市
場
の
事
情
に
始
ま
り
、
プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー

ド
島
の
気
候
、
同
島
の
養
狐
業
の
歩
み
、
養
狐
施
設
や
餌
、
キ
ツ
ネ
の
成
長
過
程
や
習
性
、

カ
ナ
ダ
国
内
の
毛
皮
取
引
状
況
、
北
海
道
や
千
島
で
の
「
野
狐
飼
育
」
や
養
狐
事
業
へ
の
期

待
、
等
々
に
及
ぶ
。

カ
ナ
ダ
以
外
の
地
域
に
つ
い
て
の
紹
介
と
し
て
は
、
一
九
一
五
年
三
月
十
日
発
行
の
『
大

日
本
水
産
会
報
』
第
三
十
四
号
で
在
米
国
の
椎
原
広
男
が
米
国
ミ
シ
ガ
ン
州
の
事
例
を
報
告

し
た
も
の
が
あ
る（
9
）。
注
目
し
た
い
の
は
、
近
来
諸
外
国
に
お
け
る
養
狐
業
を
日
本
で
調

査
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
範
囲
が
カ
ナ
ダ
の
ユ
ー
コ
ン
付
近
や
「
露
領
二
三
地
」
ば
か

り
な
の
は
遺
憾
だ
、
と
冒
頭
に
記
し
、
実
は
養
狐
業
は
「
米
領
ア
ラ
ス
カ
の
諸
島
嶼
に
於
て

は
夙
に
盛
大
に
行
は
れ
、
為
に
合
衆
国
政
府
は
近
来
養
狐
業
保
護
法
を
布
き
適
当
な
る
島
嶼

を
し
て
之
が
飼
養
地
と
し
て
入
札
を
以
て
飼
養
を
許
容
し
居
る
の
状
態
な
り
と
す
」
と
記
し

て
い
る
こ
と
だ
。
本
稿
で
後
述
す
る
事
例
に
は
、
ロ
シ
ア
領
の
コ
マ
ン
ド
ル
ス
キ
ー
島
の
キ

ツ
ネ
を
農
商
務
省
が
譲
り
受
け
て
千
島
に
持
ち
込
ん
だ
も
の
が
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
露
領

二
三
地
」
の
事
例
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
は
、
気
に
な
る
点
だ（
10
）。

米
国
で
島
嶼
部
に
「
飼
養
地
」
が
置
か
れ
た
と
い
う
椎
原
の
記
述
に
関
連
す
る
も
の
に
、

『
樺
太
日
日
新
聞
』
一
九
一
五
年
五
月
一
日
と
二
日
付
が
掲
載
し
た
樺
太
庁
川
口
拓
殖
課
長

の
談
話
が
あ
る
。
川
口
は
、
プ
リ
ビ
ロ
フ
島
に
生
息
す
る
「
青
狐
」
二
十
頭
を
無
人
の

「
ノ
ー
ス
セ
ミ
デ
ー
群
島
」
に
移
し
た
り
、「
ロ
ン
グ
嶋
」
に
監
視
人
宿
舎
や
納
屋
な
ど
を
建

て
て
魚
類
と
黍
粉
を
混
炊
し
た
も
の
を
給
餌
す
る
以
外
は
キ
ツ
ネ
を
自
由
に
し
て
い
る
様
子

を
紹
介
す
る
。

『
樺
太
日
日
新
聞
』
は
さ
ら
に
六
月
十
九
日
付
か
ら
、
米
国
農
務
省
の
資
料
を
も
と
に
し

た
と
い
う
「
米
国
に
於
け
る
銀
狐
の
飼
養
」
を
七
回
に
わ
た
っ
て
連
載
し
た
。
筆
者
の
農
学

士
川
口
順
次
郎
は
川
口
拓
殖
課
長
と
同
一
人
物
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
樺
太
で
産
出
さ
れ
る
毛
皮
で
、
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
の
は
ク
ロ
テ
ン
の
も

の
だ
っ
た
。
外
務
省
通
商
局
が
各
地
の
在
外
公
館
が
寄
せ
た
通
商
関
係
の
報
告
を
編
集
し
て

発
行
し
た
『
通
商
彙
纂
』
を
た
ど
る
と
、
日
露
戦
争
以
前
に
全
島
が
ロ
シ
ア
領
だ
っ
た
頃
の

サ
ハ
リ
ン
島
の
産
物
と
し
て
圧
倒
的
な
地
位
を
占
め
、
従
っ
て
関
連
記
事
も
多
い
の
は
海
産

表2　樺太庁管内における獣類の狩猟状況（1913年3月〜1914年2月）
　 　 　 豊原 大泊 真岡 久春内 敷香 合計
従猟人員 （人） 335 194 308 303 291 1,431

種
別

貂 （枚） 189 113 113 331 294 1,040
　 （円） 6,359.00 3,581.00 3,503.00 7,505.00 8,397.00 29,345.00
獺 （枚） 12 3 5 13 69 102

（円） 351.50 84.00 126.00 312.00 1,725.00 2,598.50
狐 （枚） 97 15 14 17 41 184
　 （円） 934.75 218.50 128.00 142.00 363.00 1,786.25
熊 （枚） 4 8 9 2 3 26

（円） 78.00 219.00 271.00 31.00 26.00 625.00
麝香鹿 （枚） 791 184 314 1,080 226 2,595
　 （円） 4,796.10 1,227.00 1,953.00 7,620.00 1,329.00 16,925.10
木鼠 （枚） 151 145 413 705 349 1,763

（円） 42.82 26.56 89.40 157.00 9,840.00 10,155.78
海豹 （枚） 37 25 - - 650 712
　 （円） 162.00 52.50 - - 2,600.00 2,814.50
馴鹿 （枚） - 3 - 12 - 15

（円） - 21.00 - 89.00 - 110.00
山猫 （枚） - 2 - - 1 3
　 （円） - 12.00 - - 25.00 37.00
兎 （枚） - 100 - - - 100

（円） - 50.00 - - - 50.00
海驢 （枚） - - 61 - - 61
　 （円） - - 152.00 - - 152.00
クツリ （枚） - - - 1 - 1

（円） - - - 10.00 - 10.00
総計 （枚） 1,281 598 929 2,161 1,633 6,602

　 　 （円） 12,724.17 5,491.56 6,222.40 15,866.00 24,305.00 64,609.13
＊出典：『樺太日日新聞』1914年7月26日付「狩猟者と猟獲高」中の表による
　ただし、記事の本文中では金額の総計を54,897円53銭とする
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物
だ
っ
た
が
、
毛
皮
、
特
に
ク
ロ
テ
ン
の
毛
皮
に
つ
い
て
の
記
事
も
少
な
く
な
い（
11
）。
日

本
領
に
な
っ
た
後
も
『
樺
太
日
日
新
聞
』
な
ど
に
は
、「
貂
猟
」
や
そ
の
毛
皮
の
市
況
に
関

す
る
記
事
が
し
ば
し
ば
掲
載
さ
れ
る
。
キ
ツ
ネ
も
毛
皮
の
販
売
目
的
で
狩
猟
対
象
と
な
っ
て

い
た
が
、
狩
猟
頭
数
と
金
額
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
ク
ロ
テ
ン
が
大
き
く
上
回
っ
て
い
た

（
表
2
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
九
一
〇
年
代
の
樺
太
や
北
海
道
で
毛
皮
獣
の
な
か
で
も
キ
ツ

ネ
の
飼
育
が
広
が
っ
た
の
は
、
キ
ツ
ネ
の
飼
育
方
法
が
カ
ナ
ダ
な
ど
で
確
立
し
て
い
た
と
い

う
事
情
が
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

二
　
千
島
中
部
で
の
養
狐
業

（
一
）
農
商
務
省
の
立
案

一
九
一
二
年
九
月
十
四
日
付
の
『
北
海
タ
イ
ム
ス
』
に
よ
れ
ば
、
農
商
務
省
は
北
海
道
庁

に
対
し
て
、
①
千
島
諸
島
に
産
す
る
野
生
獣
類
に
つ
い
て
種
類
を
限
っ
て
捕
獲
を
禁
じ
る
こ

と
の
可
否
、
②
捕
獲
禁
止
が
必
要
な
ら
禁
止
す
べ
き
獣
類
の
名
称
と
保
護
期
間
・
区
域
、
③

捕
獲
禁
止
以
外
の
適
当
な
保
護
方
法
（
あ
れ
ば
）、
の
三
つ
を
問
う
た（
12
）。
近
年
獣
皮
の

需
要
が
増
加
し
価
格
も
高
騰
す
る
の
に
対
し
、「
毛
皮
を
供
給
す
る
野
獣
類
」
は
減
少
傾
向

に
あ
る
の
で
、
保
護
策
が
急
務
で
あ
り
、
殊
に
千
島
に
産
す
る
「
黒
狐
」
の
毛
皮
は
最
も
高

価
な
も
の
で
六
百
円
内
外
（
ま
れ
に
は
千
円
以
上
）
も
す
る
の
に
、
計
吐
夷
・
新
知
島
な
ど

で
キ
ツ
ネ
を
捕
獲
し
た
り
捕
獲
を
計
画
す
る
者
が
少
な
く
な
い
た
め
だ
と
い
う
。
こ
れ
を
受

け
た
道
庁
は
、
と
り
あ
え
ず
根
室
支
庁
と
国
後
・
紗
那
営
林
区
分
署
長
に
照
会
し
た
、
と
こ

の
記
事
は
記
す
。

根
室
支
庁
は
翌
年
二
月
ま
で
に
キ
ツ
ネ
類
の
「
保
護
蕃
殖
」
を
主
な
内
容
と
し
た
回
答
を

作
成
し
た（
13
）。
キ
ツ
ネ
に
つ
い
て
は
、
①
北
千
島
と
色
丹
島
を
禁
猟
と
し
て
監
視
員
を
置

く
、
②
北
千
島
は
二
、三
年
ご
と
に
所
定
の
猟
期
・
狩
猟
頭
数
・
猟
法
に
よ
る
狩
猟
を
競
争

入
札
に
よ
り
民
間
人
に
認
め
る
、
③
色
丹
島
は
北
千
島
か
ら
移
住
の
ア
イ
ヌ
民
族
に
限
り
所

定
猟
期
・
頭
数
の
範
囲
内
で
無
料
の
狩
猟
を
認
め
る
、
④
「
黒
狐
」
の
「
蕃
殖
」
を
図
る
た

め
、「
赤
狐
」
不
在
の
島
に
「
黒
狐
」
を
放
ち
、「
赤
狐
」
が
い
る
島
で
は
そ
の
一
掃
を
す
る
、

⑤
キ
ツ
ネ
が
食
す
る
野
ネ
ズ
ミ
の
繁
殖
を
図
る
、
と
い
っ
た
内
容
の
も
の
だ
。

こ
の
頃
の
千
島
各
島
に
お
け
る
キ
ツ
ネ
猟
の
状
況
を
、
一
九
一
二
年
に
農
商
務
省
用
船
父

島
丸
に
便
乗
し
て
千
島
を
訪
れ
た
青
木
貞
治
の
報
告
か
ら
見
て
お
く（
14
）。

得
撫
島
で
は
、
一
九
〇
四
年
に
ラ
ッ
コ
猟
の
許
可
を
得
た
本
間
嘉
吉
が
、
最
初
は
八
名
、

の
ち
四
名
の
越
年
者
を
置
い
て
毎
年
ラ
ッ
コ
猟
の
傍
ら
キ
ツ
ネ
猟
も
し
て
い
た
。
一
九
一
一

年
の
ラ
ッ
コ
・
オ
ッ
ト
セ
イ
禁
猟
に
よ
っ
て
廃
業
す
る
ま
で
に
、
ラ
ッ
コ
計
二
十
二
頭
、
キ

ツ
ネ
計
二
百
九
十
四
頭
（「
黒
狐
」
十
頭
、「
三
毛
狐
」
百
三
十
九
頭
、「
赤
狐
」
百
四
十
五

頭
）
を
猟
獲
し
た
。
ま
た
、
本
間
要
蔵
は
、
一
九
〇
九
年
に
男
女
十
四
名
を
同
島
に
派
し
て

タ
ラ
漁
や
マ
ス
漁
、
ト
ド
猟
に
従
事
さ
せ
、
越
年
者
十
二
名
が
ラ
ッ
コ
五
頭
と
キ
ツ
ネ
五
頭

（「
三
毛
狐
」
二
頭
・「
赤
狐
」
三
頭
）
を
猟
獲
。
翌
一
九
一
〇
年
に
は
タ
ラ
漁
と
マ
ス
漁
の

ほ
か
エ
ト
ピ
リ
カ
一
万
四
、五
千
羽
を
猟
獲
し
、
越
年
者
五
名
が
キ
ツ
ネ
十
五
頭
（「
黒
狐
」

二
頭
・「
三
毛
狐
」
十
頭
・「
赤
狐
」
三
頭
）
を
猟
獲
。
一
九
一
一
年
に
は
マ
ス
漁
の
後
、
六

名
の
越
年
者
が
キ
ツ
ネ
三
十
頭
（「
三
毛
狐
」
二
十
頭
、「
赤
狐
」
十
頭
）
を
猟
獲
し
た
。

函
館
の
所
三
蔵
は
一
九
一
〇
年
に
ラ
ッ
コ
猟
船
が
帰
航
す
る
際
、
計
吐
夷
島
に
四
名
の
越

年
者
を
置
い
て
キ
ツ
ネ
猟
を
さ
せ
た
。
越
年
者
た
ち
は
同
島
で
計
百
十
五
頭
（「
黒
狐
」

四
十
七
頭
・「
三
毛
狐
」
八
頭
・「
赤
狐
」
六
十
頭
）
を
猟
獲
し
、
ま
た
新
知
島
に
も
渡
っ
て

キ
ツ
ネ
約
七
十
頭
を
猟
獲
し
た
。
翌
一
九
一
一
年
の
新
知
島
に
は
、
所
三
蔵
が
越
年
者
八
名

を
、
宮
城
県
の
白
石
広
造
が
越
年
者
四
名
を
送
っ
た
ほ
か
、
タ
ラ
漁
を
主
目
的
に
函
館
の
大

山
伊
作
が
送
っ
た
漁
業
者
の
う
ち
四
名
が
越
年
、
根
室
の
中
村
菊
蔵
が
出
資
し
た
色
丹
島
の

党
直
蔵
も
越
年
し
、
そ
れ
ぞ
れ
キ
ツ
ネ
を
狩
猟
し
た
。
四
組
の
越
年
者
は
計
十
八
名
、
猟
獲

し
た
キ
ツ
ネ
は
計
百
二
十
六
頭
（「
黒
狐
」
十
三
頭
・「
三
毛
狐
」
五
十
三
頭
・「
赤
狐
」

六
十
頭
）
だ
っ
た
。

捨
子
古
丹
島
で
は
、
一
九
〇
九
年
に
色
丹
ア
イ
ヌ
二
十
名
が
越
年
し
、「
赤
狐
」
八
十
四

頭
と
海
獣
数
頭
を
猟
獲
し
た
。
温
禰
古
丹
島
で
は
、
一
九
〇
三
年
か
ら
一
九
〇
八
年
ま
で
の

間
、
一
九
〇
五
年
を
除
く
毎
年
、
数
名
〜
十
数
名
の
色
丹
ア
イ
ヌ
が
軍
艦
ま
た
は
帆
船
で
来

島
し
て
越
年
し
、
海
獣
と
キ
ツ
ネ
を
猟
獲
し
た
。
一
九
一
一
年
九
月
に
は
根
室
町
の
松
永
喜

太
郎
他
三
名
が
同
町
千
島
興
業
会
社
の
汽
船
で
来
島
し
、
翌
年
六
月
ま
で
に
「
赤
狐
」
六
十
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余
頭
を
猟
獲
し
た
。

高
木
は
、
こ
う
し
た
狩
猟
活
動
に
よ
っ
て
こ
の
ま
ま
で
は
キ
ツ
ネ
が
漸
次
減
少
す
る
と
の

見
通
し
を
記
し
、
当
局
が
適
当
な
対
策
を
施
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
。
な
お
、
高
木
に
よ
る

と
、
キ
ツ
ネ
を
獲
る
に
は
虎
鋏
や
猟
銃
を
用
い
る
も
の
も
あ
っ
た
が
少
数
で
、
こ
の
時
期
は

主
に
「
口
ハ
ッ
パ
」
を
用
い
て
い
た
。
塩
酸
加
里
・
鶏
冠
石
・
陶
器
の
破
片
を
混
ぜ
、
キ
ツ

ネ
の
口
に
適
す
る
く
ら
い
の
大
き
さ
に
し
た
も
の
を
蝋
で
包
み
、
さ
ら
に
海
鳥
皮
か
魚
皮
に

包
ん
だ
も
の
で
、
こ
れ
を
キ
ツ
ネ
の
通
行
が
多
そ
う
な
断
崖
の
下
や
海
浜
に
数
町
〜
十
数
町

お
き
に
四
、五
個
ず
つ
ば
ら
撒
き
、
翌
日
見
回
り
を
す
る
。
キ
ツ
ネ
が
口
に
入
れ
て
噛
む
と

爆
発
し
て
絶
命
す
る
の
だ
と
い
う
。

千
島
に
お
け
る
毛
皮
目
的
の
キ
ツ
ネ
保
護
は
、
一
九
一
六
年
に
な
っ
て
具
体
化
す
る
。
こ

の
年
五
月
三
日
付
の
『
北
海
タ
イ
ム
ス
』
が
掲
載
し
た
「
貴
重
海
獣
保
護
事
業
の
目
的
と
其

計
画
の
要
綱
」
と
い
う
東
京
支
局
発
の
記
事
は
、
農
商
務
省
が
打
ち
出
し
た
計
画
を
報
じ
る
。

そ
の
要
点
を
以
下
に
記
す
。

・	

千
島
に
お
け
る
ラ
ッ
コ
・
オ
ッ
ト
セ
イ
に
関
し
て
一
九
一
一
年
に
日
英
米
露
間
で
締
結
し

た
海
上
猟
業
禁
止
条
約
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
翌
年
以
降
調
査
し
た
結
果
、
今
後
の
適
切
な

保
護
取
締
り
に
よ
っ
て
荒
廃
に
帰
し
た
海
獣
蕃
殖
場
を
回
復
で
き
る
見
込
み
が
あ
る
こ
と
、

こ
れ
と
併
せ
て
「
黒
狐
」
の
蕃
殖
を
図
れ
ば
千
島
に
お
け
る
将
来
の
一
財
源
と
な
し
得
る

こ
と
を
認
め
た
。

・	

千
島
に
濃
霧
が
多
い
こ
と
は
ラ
ッ
コ
・
オ
ッ
ト
セ
イ
の
「
蕃
殖
場
」
に
、「
寒
気
凛
烈
」

な
の
は
「
黒
狐
」
の
生
育
に
適
す
る
。

・	

ラ
ッ
コ
・
オ
ッ
ト
セ
イ
と
「
黒
狐
」
の
「
蕃
殖
保
護
」
は
、
い
ず
れ
も
監
督
機
関
を
要
し
、

保
護
法
に
も
共
通
し
得
る
も
の
が
多
い
た
め
、
兼
営
は
一
挙
両
得
。

・	

こ
れ
ら
の
保
護
と
と
も
に
、
現
に
千
島
に
生
息
し
ラ
ッ
コ
・
オ
ッ
ト
セ
イ
の
蕃
殖
を
阻
害

す
る
「
海
驢
（
あ
し
か
）」、「
黒
狐
」
を
減
少
し
雑
種
た
ら
し
め
る
恐
れ
が
あ
る
「
赤
狐
」

は
、
場
所
を
決
め
て
捕
獲
す
る
必
要
が
あ
る
。

・	

事
業
の
要
綱

①
オ
ッ
ト
セ
イ
・
ラ
ッ
コ
の
「
旧
蕃
殖
場
」
を
整
理
す
る
。

②
適
当
な
方
法
で
「
海
驢
」
を
捕
獲
す
る
。

③
現
に
千
島
に
生
息
す
る
「
黒
狐
」
を
保
護
し
、
蕃
殖
を
図
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
他
よ

り
種
畜
を
購
入
し
移
殖
す
る
。

④
適
当
な
方
法
で
「
黒
狐
」
以
外
の
キ
ツ
ネ
を
捕
獲
す
る
。

⑤
「
海
驢
」
と
「
赤
狐
」
な
ど
も
相
当
の
価
額
を
有
す
る
の
で
、
オ
ッ
ト
セ
イ
や
「
黒

狐
」
の
保
護
に
必
要
な
範
囲
外
で
は
適
当
な
保
護
を
加
え
る
。

⑥
「
黒
狐
」
保
護
の
た
め
千
島
に
お
け
る
鳥
獣
猟
を
禁
止
す
る
（「
海
驢
」
捕
獲
は
前
年

省
令
で
禁
止
済
み
）。

⑦
ラ
ッ
コ
・
オ
ッ
ト
セ
イ
な
ど
の
保
護
・
調
査
・
監
督
な
ど
の
た
め
、
毎
年
四
月
〜
十
一

月
に
巡
邏
船
を
派
遣
す
る
。

⑧
「
海
驢
」
捕
獲
に
要
す
る
猟
夫
若
干
名
を
千
島
に
送
り
、
そ
の
う
ち
若
干
名
を
「
赤

狐
」
捕
獲
と
「
黒
狐
」
保
護
の
た
め
越
年
さ
せ
る
。

⑨
要
所
に
事
務
所
・
居
宅
・
処
理
場
を
建
設
す
る
。

⑩
連
絡
艇
数
隻
を
建
造
し
、
各
根
拠
地
と
連
絡
を
図
る
。

⑪
「
海
驢
」「
赤
狐
」
の
捕
獲
は
初
年
度
よ
り
実
行
し
、
オ
ッ
ト
セ
イ
と
「
黒
狐
」
の
捕

獲
は
相
当
年
数
経
過
後
に
開
始
す
る
。

⑫
こ
の
計
画
は
、
ラ
ッ
コ
・
オ
ッ
ト
セ
イ
猟
禁
止
期
間
で
あ
る
一
九
一
六
〜
二
六
年
度
の

十
一
ヶ
年
の
継
続
事
業
と
す
る
。

・	

計
画
実
行
に
は
、
初
年
度
に
臨
時
費
二
万
二
四
〇
〇
円
、
経
常
費
五
万
五
五
四
五
円
を
要

す
る
。
次
年
度
か
ら
は
同
額
の
経
常
費
を
要
す
る
が
「
海
驢
」
と
キ
ツ
ネ
な
ど
の
捕
獲
収

入
に
よ
り
補
う
見
込
み
。

こ
の
計
画
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
特
徴
を
指
摘
し
て
お
く
。

第
一
に
、
千
島
に
お
け
る
「
黒
狐
」
の
保
護
は
、
ラ
ッ
コ
・
オ
ッ
ト
セ
イ
の
保
護
政
策
と

一
体
と
な
っ
て
い
た
。
海
獣
問
題
が
先
行
し
、「
黒
狐
」
へ
の
施
策
は
付
随
的
だ
っ
た
と

言
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
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日
露
戦
後
の
北
緯
五
十
度
以
南
の
サ
ハ
リ
ン
島
領
有
に
と
も
な
い
、
日
本
は
同
島
東
沖
の

オ
ッ
ト
セ
イ
繁
殖
地
、
海
豹
島
（
チ
ュ
レ
ニ
ー
島
）
を
領
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
北
太
平
洋

に
お
け
る
オ
ッ
ト
セ
イ
保
護
・
管
理
に
関
す
る
国
際
交
渉
の
当
事
者
性
を
強
め
た（
15
）。

一
九
一
一
年
七
月
、
日
英
米
露
の
四
国
は
条
約
を
締
結
し
、
北
緯
三
十
度
以
北
の
北
太
平
洋

の
海
上
に
お
け
る
オ
ッ
ト
セ
イ
猟
を
全
面
禁
止
す
る
こ
と
、
各
国
は
領
有
す
る
繁
殖
地
で
陸

上
猟
を
行
い
、
そ
の
皮
を
一
定
割
合
で
他
の
加
盟
国
に
分
配
す
る
こ
と
、
な
ど
を
規
定
し
た
。

日
本
政
府
は
そ
れ
を
受
け
、
同
年
十
二
月
十
四
日
の
勅
令
第
二
八
七
号
で
北
緯
三
十
度
以
北

の
北
太
平
洋
に
お
け
る
ラ
ッ
コ
・
オ
ッ
ト
セ
イ
猟
を
禁
止
し
た
。

こ
う
し
た
情
勢
変
化
の
な
か
で
ラ
ッ
コ
・
オ
ッ
ト
セ
イ
の
密
猟
取
締
り
や
繁
殖
地
保
護
の

方
策
を
検
討
し
た
農
商
務
省
が
、
同
時
に
対
応
可
能
な
陸
上
の
キ
ツ
ネ
も
視
野
に
入
れ
、
施

策
を
打
ち
出
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

特
徴
の
第
二
は
、
あ
る
動
物
の
保
護
と
表
裏
の
形
で
、
そ
れ
ら
の
保
護
を
阻
害
す
る
と
見

た
動
物
の
駆
除
を
計
画
し
て
い
る
こ
と
だ
。
ラ
ッ
コ
・
オ
ッ
ト
セ
イ
に
対
し
て
の
「
海
驢
」、

「
黒
狐
」
に
対
し
て
の
「
赤
狐
」
だ
。「
赤
狐
」
の
場
合
は
交
雑
も
問
題
と
さ
れ
て
い
る
点
は

「
海
驢
」
と
は
異
な
る
。

開
拓
使
の
時
期
に
は
、
千
島
産
キ
ツ
ネ
皮
を
品
評
し
た
榎
本
武
揚
駐
露
公
使
が
、「
黒
狐
」

の
増
殖
と
並
ん
で
「
赤
狐
」
の
獲
殺
を
提
唱
し
て
い
た（
16
）。
開
拓
使
が
「
赤
狐
」
の
駆
逐

を
実
行
に
移
し
た
形
跡
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
改
め
て
毛
皮
の
市
場
価
値
を
基

準
と
し
た
野
生
キ
ツ
ネ
の
選
別
と
獲
殺
が
浮
上
し
て
き
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
記
事
で
は
駆
除
対
象
と
す
る
海
獣
を
一
貫
し
て
「
海
驢
」
と
記
し
「
あ

し
か
」
と
振
り
仮
名
を
付
し
て
い
る
が
、
少
し
後
の
他
の
文
献
に
は
「
海
馬
」
と
記
し
た
も

の
も
あ
る（
17
）。
海
獣
の
呼
び
名
の
混
乱
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
こ
の
場
合
も
実
際
は
ト
ド

だ
っ
た
か
、
ト
ド
を
含
む
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
は
引
っ
か
か
る
が
、
結
論
は
出
せ
て
お

ら
ず
、
今
後
の
検
討
を
要
す
る
。

第
三
に
、
も
と
も
と
い
た
「
黒
狐
」
の
保
護
に
加
え
て
、
外
部
か
ら
の
「
黒
狐
」
の
持
ち

込
み
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
こ
と
だ
（
③
）。
生
物
の
生
息
状
況
に
対
し
て
よ
り
踏
み
込
ん

だ
関
与
を
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
が
見
て
と
れ
る
。

こ
の
計
画
に
従
っ
て
農
商
務
省
は
北
海
道
庁
と
の
調
整
も
進
め
た
の
だ
ろ
う
。
一
九
一
六

年
五
月
四
日
付
の
道
庁
告
示
は
、
千
島
列
島
の
う
ち
得
撫
島
以
北
、
磨
勘
島
以
南
の
諸
島
を

同
日
か
ら
一
九
二
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
禁
猟
と
し
た（
18
）。

（
二
）
事
業
の
展
開

複
数
の
新
聞
記
事
の
内
容
を
突
き
合
わ
せ
る
と
、
数
字
な
ど
細
か
い
と
こ
ろ
で
は
食
い
違

い
が
少
な
く
な
い
が
、
農
商
務
省
に
よ
る
事
業
展
開
の
概
要
は
把
握
で
き
そ
う
だ（
19
）。

一
九
一
六
年
中
に
は
、
ロ
シ
ア
政
府
か
ら
譲
り
受
け
た
コ
マ
ン
ド
ル
ス
キ
ー
島
産
の
「
緑

狐
」
の
う
ち
十
頭
を
新
知
島
に
カ
ナ
ダ
式
の
柵
を
設
け
て
飼
養
し
、
宇
志
知
島
な
ど
い
く
つ

か
の
島
に
は
放
っ
た
。
こ
の
年
の
新
聞
記
事
に
は
「
緑
狐
」
と
あ
る
が
、
後
の
史
料
か
ら
は

通
常
「
青
狐
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

十
二
月
初
め
に
千
島
巡
視
か
ら
帰
っ
た
農
商
務
省
の
得
撫
丸
は
、
得
撫
・
新
知
・
宇
志
知

の
各
島
に
数
名
ず
つ
、
計
十
数
名
の
越
年
者
を
残
し
て
来
た
。
各
地
に
官
舎
を
建
築
し
、
移

入
し
た
キ
ツ
ネ
の
保
護
や
「
赤
狐
」
の
駆
除
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
だ
。
南
北
二
島

が
暗
礁
で
つ
な
が
る
宇
志
知
島
で
は
、
南
島
に
群
生
す
る
在
来
の
「
赤
狐
」
が
、
新
た
に
キ

ツ
ネ
を
持
ち
込
ん
だ
北
島
に
渡
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
、
越
年
者
た
ち
は
石

油
缶
を
叩
い
た
り
篝
火
を
燃
や
し
、
南
島
で
の
「
赤
狐
」
撲
殺
に
腐
心
し
た
。

翌
一
九
一
七
年
五
月
二
十
三
日
、
得
撫
丸
は
根
室
を
出
港
し
て
千
島
を
巡
視
し
、
十
二
月

初
め
頃
に
帰
航
し
た
。
乗
船
し
て
い
た
農
商
務
省
技
手
に
よ
る
と
、
得
撫
島
で
は
、
越
年
者

の
う
ち
色
丹
ア
イ
ヌ
一
名
が
キ
ツ
ネ
猟
に
出
か
け
て
吹
雪
の
た
め
行
方
不
明
、
新
知
島
で
は

越
年
者
三
名
の
う
ち
一
名
が
中
耳
炎
か
ら
死
亡
、
宇
志
知
島
で
は
越
年
者
の
う
ち
一
名
が
夜

間
の
干
潮
時
に
浅
瀬
を
渡
渉
中
深
海
に
落
ち
て
死
亡
、
と
計
三
名
が
命
を
落
し
て
い
た
。

こ
の
年
に
も
農
商
務
省
か
ら
コ
マ
ン
ド
ル
ス
キ
ー
島
に
赴
い
て
、
ロ
シ
ア
政
府
か
ら
キ
ツ

ネ
十
つ
が
い
の
寄
贈
を
受
け
、
前
年
同
様
に
千
島
中
部
の
島
に
放
っ
た
。
ま
た
、
五
月
末
か

ら
六
月
中
頃
ま
で
と
八
月
の
中
頃
に
キ
ツ
ネ
四
十
二
頭
（「
黒
狐
」
五
頭
、「
十
字
狐
」
二
十

頭
、「
赤
狐
」
十
七
頭
）
を
捕
獲
し
、
そ
の
う
ち
「
黒
狐
」
と
「
十
字
狐
」
三
つ
が
い
だ
け

は
試
験
の
た
め
柵
飼
い
し
、
他
は
放
牧
し
た
（
捕
獲
し
た
の
と
別
の
島
に
放
っ
た
、
の
意
？
）。
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こ
の
年
も
ま
た
、
越
年
者
計
十
二
名
を
監
督
の
た
め
島
に
残
し
た
。

農
商
務
省
が
外
部
か
ら
持
ち
込
ん
だ
キ
ツ
ネ
が
、
ロ
シ
ア
官
憲
が
贈
っ
た
コ
マ
ン
ド
ル
ス

キ
ー
島
産
の
も
の
だ
っ
た
の
に
は
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
半
島
東
方
沖
の
同
島
が
オ
ッ
ト
セ
イ
の

繁
殖
地
で
あ
る
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
未
確
認
だ
が
、
一
九
一
一
年

の
条
約
を
背
景
に
、
オ
ッ
ト
セ
イ
保
護
状
況
の
確
認
や
ロ
シ
ア
官
営
の
オ
ッ
ト
セ
イ
陸
上
猟

の
猟
獲
品
か
ら
一
部
を
受
け
取
る
た
め
に
、
農
商
務
省
の
役
人
が
同
島
を
訪
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
機
会
に
優
良
な
種
類
の
キ
ツ
ネ
を
譲
り
受
け
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
後
述
す
る
『
千
島
調
査
書
』
は
、
一
九
一
六
・
一
七
年
の
コ
マ
ン
ド
ル
ス
キ
ー
島

か
ら
の
「
青
狐
」
移
入
に
つ
い
て
、「
若
干
宇
志
知
島
の
北
側
、
次
に
松
輪
島
及
び
新
知
島

に
移
入
せ
り
。
銀
黒
狐
は
既
に
そ
の
三
年
以
前
移
入
せ
り
」（
傍
線
引
用
者
）
と
す
る
が（
20
）、

今
の
と
こ
ろ
一
九
一
〇
年
代
初
め
に
「
銀
黒
狐
」
が
移
入
さ
れ
た
記
録
は
確
認
で
き
て
い
な

い
。そ

れ
以
降
、
一
九
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
新
聞
各
紙
に
は
、
農
商
務
省
（
一
九
二
五
年
か

ら
は
農
林
省
）
に
よ
る
事
業
の
状
況
を
伝
え
る
記
事
が
時
折
掲
載
さ
れ
る
。
一
九
三
五
年
二

月
に
は
前
年
の
猟
獲
品
が
同
省
か
ら
競
争
入
札
に
よ
っ
て
売
り
払
わ
れ
た
と
の
記
事
が
あ
り
、

ラ
ッ
コ
皮
七
十
一
枚
が
五
万
七
二
〇
三
円
、「
青
狐
皮
」
二
百
四
十
七
枚
が
一
万
二
三
二
一

円
、「
赤
狐
皮
」
四
十
枚
が
一
〇
三
五
円
、
計
七
万
五
六
一
円
で
落
札
さ
れ
た
、
と
記
す（
21
）。

北
海
道
庁
千
島
調
査
所
が
一
九
三
九
〜
四
一
年
に
現
地
を
調
査
し
た
内
容
を
ま
と
め
た

『
千
島
調
査
書
』
か
ら
、
こ
の
頃
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る（
22
）。

農
林
省
が
キ
ツ
ネ
関
連
施
設
を
置
い
て
い
る
の
は
得
撫
・
新
知
・
松
輪
・
温
禰
古
丹
の
四

島
だ
っ
た
。
得
撫
島
で
は
、
小
丹
港
・
台
場
崎
・
見
島
の
三
ヶ
所
に
越
年
舎
を
置
き
、
そ
れ

ぞ
れ
が
担
当
す
る
監
視
区
域
内
に
数
ヶ
所
の
猟
舎
を
置
い
て
巡
視
や
捕
獲
時
の
宿
舎
に
充
て

た
。
新
知
島
で
は
新
知
湾
・
中
泊
浦
・
武
魯
頓
湾
の
三
ヶ
所
に
越
年
舎
、
松
輪
島
で
は
大
和

湾
に
越
年
舎
、
ほ
か
二
ヶ
所
に
猟
舎
が
あ
っ
た
。
温
禰
古
丹
島
で
は
根
茂
湾
・
大
泊
湾
の

二
ヶ
所
に
越
年
舎
、
他
五
ヶ
所
に
猟
舎
が
あ
っ
た
。
捨
子
古
丹
島
に
は
越
年
舎
は
な
く
、
乙

女
湾
・
赤
湯
浜
・
露
台
の
三
ヶ
所
に
猟
舎
が
あ
っ
た
。

図1　千島列島略図
＊『懐かしの千島』（国書刊行会，1981年）より
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『
千
島
調
査
書
』
の
文
中
で
は
一
部
の
越

年
舎
の
名
称
を
「
台
場
崎
農
林
省
臘
虎
猟

舎
」「
大
和
湾
膃
肭
獣
保
護
用
魚
猟
夫
監
督

員
詰
所
」
な
ど
と
海
獣
関
連
施
設
と
し
て
の

面
を
前
面
に
出
し
た
呼
称
で
示
し
た
も
の

が
あ
る
。

得
撫
島
に
は
「
銀
黒
狐
」「
十
字
狐
」「
赤

狐
」「
青
狐
」
が
計
約
一
一
五
〇
頭
お
り
、

最
多
は
「
銀
黒
狐
」
だ
っ
た
。
新
知
島
に
は

「
銀
黒
狐
」「
十
字
狐
」「
赤
狐
」「
青
狐
」
が

計
約
四
百
〜
五
百
頭
い
た
。
松
輪
島
に
は

「
紅
狐
」
と
「
青
狐
」
が
計
約
六
百
頭
お
り
、

「
紅
狐
」
が
多
か
っ
た
。
捨
子
古
丹
島
に
は

「
紅
狐
」
の
み
の
約
百
頭
、
温
禰
古
丹
島
に

は
「
紅
狐
」
が
約
三
百
〜
四
百
頭
い
た
。

各
越
年
舎
で
は
、
毎
年
農
林
省
か
ら
の
捕

獲
時
期
・
頭
数
指
令
に
基
づ
き
、
捕
獲
を
実

施
し
た
。『
千
島
調
査
書
』
が
掲
載
す
る

一
九
三
九
年
度
の
実
績
を
表
3
と
し
て
示

す
。

（
三
）
い
く
つ
か
の
論
点

千
島
に
お
け
る
官
営
養
狐
業
の
全
体
像
を
数
値
に
よ
っ
て
把
握
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
残

念
な
が
ら
今
の
と
こ
ろ
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
二
つ
の
関
心
か
ら
、

四
点
を
指
摘
し
て
お
く
。

第
一
は
、
毛
皮
の
市
場
価
値
を
基
準
と
し
た
キ
ツ
ネ
の
選
別
と
猟
獲
が
実
際
に
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
だ
。
宇
志
知
島
で
は
早
く
も
一
九
一
六
年
に
、
他
か
ら
の
移
入
と
同
時
に
「
赤

狐
」
の
撲
殺
が
開
始
さ
れ
て
い
た
。『
千
島
調
査
書
』
は
松
輪
島
に
つ
い
て
「
青
狐
は
将
来

淘
汰
し
紅
狐
の
み
蕃
殖
せ
し
め
ん
と
す
る
方
針
」
だ
っ
た
と
す
る
が
、
こ
れ
が
実
施
さ
れ
た

か
否
か
は
わ
か
ら
な
い（
23
）。

第
二
は
、
キ
ツ
ネ
の
食
料
と
す
る
た
め
に
、
外
部
か
ら
の
人
為
的
な
持
込
み
を
含
め
た
他

の
動
物
の
利
用
が
あ
っ
た
こ
と
だ
。

『
函
館
毎
日
新
聞
』
一
九
一
九
年
八
月
十
五
日
付
が
掲
載
す
る
、
得
撫
丸
に
よ
る
千
島
各

島
の
巡
視
か
ら
帰
っ
た
農
商
務
省
事
業
主
任
技
手
石
野
敬
之
の
談
話
に
は
、
キ
ツ
ネ
の
自
然

繁
殖
を
試
み
た
あ
る
島
に
キ
ツ
ネ
の
自
活
を
間
接
に
補
助
す
る
た
め
に
他
か
ら
移
殖
し
た

「
旅
鼠
（
レ
ミ
ン
グ
）」
の
繁
殖
が
非
常
に
好
成
績
で
、
キ
ツ
ネ
が
数
十
頭
な
い
し
百
頭
以
上

に
繁
殖
し
て
も
飼
料
の
欠
乏
に
苦
し
む
こ
と
は
な
い
、
と
あ
る（
24
）。
こ
れ
に
先
立
つ
同
紙

七
月
二
日
付
の
「
養
狐
事
業
成
績
（
下
）」
は
「
而
し
て
当
時
の
移
殖
し
た
る
も
の
は
ド
ブ

鼠
、
二
十
日
鼠
、
旅
鼠
即
ち
レ
ミ
ン
グ
の
三
種
な
り
し
が
」
と
冒
頭
に
記
し
、
冬
季
間
人
家

に
営
巣
す
る
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
と
、
野
に
棲
ん
で
も
冬
季
に
は
死
ん
で
し
ま
う
ハ
ツ
カ
ネ
ズ
ミ
と

比
較
し
て
、
キ
ツ
ネ
の
飼
料
と
し
て
の
レ
ミ
ン
グ
の
優
秀
性
を
述
べ
る
。
残
念
な
が
ら
原
紙

が
欠
号
の
た
め
「
上
」
が
未
見
だ
が
、
キ
ツ
ネ
の
食
に
充
て
る
た
め
農
商
務
省
が
外
部
か
ら

ネ
ズ
ミ
類
を
持
ち
込
ん
だ
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
レ
ミ
ン
グ
属
の
う
ち
ク
ロ
ア
シ
レ
ミ
ン
グ

は
プ
リ
ビ
ロ
フ
諸
島
に
、
シ
ベ
リ
ア
レ
ミ
ン
グ
は
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
を
除
く
北
極
地
方
に
生

息
す
る（
25
）。
こ
れ
も
海
獣
つ
な
が
り
で
海
外
か
ら
持
ち
込
ん
だ
も
の
か
。

石
野
の
談
話
は
ま
た
、
ラ
ッ
コ
・
オ
ッ
ト
セ
イ
繁
殖
の
「
害
獣
」
と
し
て
撲
殺
駆
除
し
た

「
海
驢
」
に
つ
い
て
、
毛
皮
は
公
売
、
肉
は
塩
蔵
し
て
冬
季
間
キ
ツ
ネ
の
飼
料
に
充
て
、
余

剰
は
民
間
養
狐
業
者
に
払
い
下
げ
る
は
ず
、
と
す
る
。

『
千
島
調
査
書
』
に
よ
る
と
、
一
九
三
九
〜
四
一
年
に
は
柵
飼
以
外
の
キ
ツ
ネ
に
つ
い
て
、

十
一
月
中
旬
か
ら
四
月
下
旬
ま
で
の
間
、
各
島
の
越
年
舎
と
猟
舎
付
近
（
捨
子
古
丹
島
を
除

く
）
で
「
補
給
飼
料
」
を
給
し
て
い
た
。
越
年
舎
一
ヶ
所
あ
た
り
「
海
驢
肉
」
二
、三
頭
分

（
一
頭
九
十
貫
、
塩
蔵
の
も
の
）、
鯨
粕
二
、三
本
（
一
本
二
十
四
貫
、
筵
包
）、
胴
鰊
四
、五

本
（
一
本
十
六
貫
、
筵
包
）、
鯨
肝
臓
十
俵
（
一
俵
二
十
貫
、
近
年
高
騰
の
た
め
利
用
せ
ず
）、

鰯
粕
石
油
缶
二
個
、
米
糠
、
と
い
う
も
の
だ（
26
）。
こ
う
し
た
食
物
補
給
が
い
つ
か
ら
実
施

表3　1939年度の中部千島におけるキツネ捕獲

種類 捕獲時期 捕獲頭数 摘要

銀狐 11月25日〜12月30日 205 各島、農林省よりの割当て頭数指令によ
り捕獲

十字狐 11月23日〜1月10日 287 得撫島台場崎ラッコ猟舎では無制限捕獲

赤狐 無制限 148
得撫島台場崎ラッコ猟舎および新知島武
魯頓湾越年舎では、時期と頭数は無制限
で周年捕獲

青狐 12月1日〜1月20日 124 各越年舎を通じ頭数無制限で捕獲。松輪
島の捕獲時期は11月25日〜12月30日

出典：『千島調査書』北海道総務部領土復帰北方漁業対策本部、1957年、86頁
＊	松輪島・捨子古丹島・温禰古丹島の各島では「紅仔狐」の生捕りを6〜7月に実施。1939度
には松輪島のみで40頭を捕獲
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さ
れ
て
い
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
最
初
に
越
年
者
を
置
い
た
一
九
一
六
年
頃
か
ら
多
少
は
実

施
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
一
九
三
九
〜
四
一
年
の
新
知
島
に
は
ト
ナ
カ
イ
ま
で
い
た（
27
）。
農
林
省
が
自
然

放
牧
し
た
も
の
で
「
労
力
及
び
養
狐
飼
料
」
と
し
て
用
い
る
の
だ
と
い
う
。
と
て
も
興
味
深

い
が
、
持
込
み
の
経
過
は
確
認
で
き
て
い
な
い（
28
）。

第
三
は
、
千
島
「
か
ら
」
と
千
島
「
へ
」
の
繁
殖
目
的
の
キ
ツ
ネ
の
移
動
に
つ
い
て
。

『
函
館
日
日
新
聞
』
一
九
二
一
年
九
月
十
五
日
付
は
、
北
千
島
巡
航
を
終
え
て
根
室
に
入

港
し
た
得
撫
丸
が
二
十
一
頭
の
「
青
狐
」
と
一
頭
の
「
十
字
狐
」
を
載
せ
て
来
た
こ
と
、
そ

の
う
ち
三
頭
は
樺
太
庁
直
営
の
養
狐
場
に
送
り
、
十
九
頭
は
民
間
の
養
狐
場
に
払
い
下
げ
る

予
定
だ
と
報
じ
る（
29
）。
ま
た
、
一
九
三
四
年
五
月
に
は
、「
紅
狐
」
の
払
下
げ
を
農
林
省

に
出
願
し
た
樺
太
の
三
十
一
名
の
う
ち
十
二
名
に
、
牝
十
九
頭
、
牡
十
七
頭
の
払
下
げ
が
許

可
と
な
っ
た
、
と
の
記
事
が
あ
る（
30
）。
千
島
の
官
営
養
狐
事
業
は
、
樺
太
な
ど
各
地
の
養

狐
事
業
に
優
良
な
種
狐
を
供
給
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
一
方
で
、
千
島
へ
の
キ
ツ
ネ
の
持
込
み
は
、
最
初
の
コ
マ
ン
ド
ル
ス
キ
ー
島
か
ら
の

ほ
か
に
も
様
々
に
あ
っ
た
よ
う
だ
。『
北
海
タ
イ
ム
ス
』
一
九
二
八
年
九
月
二
十
三
日
付
は
、

農
林
省
が
北
千
島
に
放
飼
す
る
養
狐
の
改
良
の
た
め
「
優
良
銀
黒
狐
」
を
交
配
さ
せ
る
こ
と

に
な
り
、
軽
川
の
北
海
道
養
狐
会
社
か
ら
三
頭
を
購
入
し
、
北
千
島
に
発
送
し
た
、
と
伝
え

る（
31
）。

『
千
島
調
査
書
』
に
よ
れ
ば
、
新
知
島
の
武
魯
頓
の
「
越
年
舎
」
で
は
一
九
一
七
年
頃
か

ら
「
柵
飼
」
を
実
施
し
て
各
種
の
「
蕃
殖
」
を
行
い
、
優
秀
な
も
の
を
種
狐
と
し
て
各
島
に

放
牧
し
て
い
た（
32
）。
ま
た
「
最
近
血
液
更
新
の
目
的
に
て
樺
太
中
央
試
験
所
、
北
海
道
札

幌
郡
手
稲
村
北
海
道
養
狐
会
社
及
び
根
室
町
北
日
本
養
狐
株
式
会
社
よ
り
新
種
を
移
入
し
、

一
度
当
所
に
お
い
て
蕃
殖
後
各
島
へ
配
給
す
。
目
下
も
本
道
よ
り
移
入
の
紅
狐
及
び
カ
ナ
ダ

系
銀
黒
狐
を
飼
育
中
な
り
」
と
あ
り
、
域
外
か
ら
持
ち
込
ん
だ
優
良
個
体
を
こ
こ
の
柵
内
で

繁
殖
し
て
千
島
内
の
各
島
に
配
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
新
聞
記
事
な
ど
か
ら
は
農
林
省

が
カ
ナ
ダ
か
ら
キ
ツ
ネ
を
直
接
千
島
に
持
ち
込
ん
だ
事
実
を
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
こ
の

記
述
に
よ
れ
ば
道
内
の
ど
こ
か
を
経
由
し
て
カ
ナ
ダ
の
系
統
の
「
銀
黒
狐
」
が
持
ち
込
ま
れ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。

第
四
に
は
、
密
猟
の
問
題
が
あ
る
。

囲
わ
れ
て
お
ら
ず
、
山
野
に
放
っ
た
状
態
の
千
島
の
キ
ツ
ネ
を
、
密
猟
し
て
売
る
者
も
い

た
。
一
九
三
六
年
一
月
、
猟
銃
や
日
本
刀
、
短
刀
な
ど
を
携
帯
し
船
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
函

館
を
出
航
し
た
一
団
が
、
得
撫
島
で
監
視
の
隙
を
う
か
が
っ
て
「
銀
狐
」
数
十
頭
を
捕
獲
し

て
函
館
に
帰
り
、
毛
皮
を
売
却
し
た
。
実
行
者
の
ほ
か
資
金
提
供
者
な
ど
計
十
二
名
が
逮
捕

さ
れ
、
窃
盗
・
窃
盗
幇
助
・
銃
砲
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
違
犯
・
船
員
法
違
犯
な
ど
に
問

わ
れ
、
裁
判
と
な
っ
た
。
当
時
の
道
内
新
聞
各
紙
は
こ
の
事
件
を
大
き
く
報
じ
て
い
る（
33
）。

三
　
樺
太
の
海
馬
島

（
一
）
志
田
力
二
に
よ
る
事
業

樺
太
庁
に
よ
る
試
験
的
な
キ
ツ
ネ
飼
育
の
始
ま
り
と
同
じ
頃
、
民
間
で
養
狐
業
に
着
手
す

る
動
き
が
広
が
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
、
樺
太
南
西
沖
の
離
島
、
海
馬
島
（
ロ

シ
ア
名
は
モ
ネ
ロ
ン
島
）
に
お
け
る
動
き
を
た
ど
る
。

一
九
一
五
年
十
一
月
三
十
日
と
十
二
月
一
日
付
の
『
樺
太
日
日
新
聞
』
に
よ
れ
ば（
34
）、

多
年
海
馬
島
に
漁
場
を
経
営
し
て
同
島
の
地
理
情
勢
に
明
る
い
志
田
力
二
が
、
同
島
で
養
狐

業
を
経
営
す
べ
く
、
在
京
の
岡
田
樺
太
庁
長
官
の
意
見
を
聞
き
、
ま
た
、
養
狐
業
に
関
す
る

各
方
面
の
実
験
成
績
を
調
査
し
、
東
京
で
合
資
会
社
を
組
織
し
て
事
業
を
開
始
し
よ
う
と
準

備
を
進
め
て
お
り
、
現
在
樺
太
に
来
て
樺
太
庁
当
局
と
種
々
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
。
こ
の
時

の
彼
の
豊
原
滞
在
を
伝
え
る
同
紙
の
「
公
人
私
人
」
欄
は
、「
志
田
力
二
氏
（
実
業
家
）」
と

記
す
。

志
田
力
二
は
利
尻
島
出
身
で
、
小
樽
に
居
住
し
て
い
た
一
九
〇
二
年
一
〜
二
月
に
は
ロ
シ

ア
領
だ
っ
た
海
馬
島
の
開
発
を
主
張
す
る
意
見
を
『
小
樽
新
聞
』
に
寄
稿
。
翌
年
三
月
か
ら

五
月
に
は
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
か
ら
ハ
ル
ビ
ン
・
チ
チ
ハ
ル
な
ど
を
旅
し
て
日
本
人
の
経
済
活

動
の
状
況
な
ど
を
同
紙
に
寄
稿
。
日
露
戦
時
に
は
集
団
を
組
織
し
て
海
馬
島
に
上
陸
し
、
他

の
日
本
人
団
体
と
利
権
争
い
を
繰
り
広
げ
、
上
陸
し
た
ロ
シ
ア
軍
と
の
戦
闘
に
も
関
わ
る
。
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戦
後
の
日
本
領
化
を
見
越
し
、
同
島
で
の
漁
業
な
ど
産
業
活
動
の
利
権
に
つ
い
て
既
成
事
実

を
得
よ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た（
35
）。

一
九
一
五
年
当
時
は
東
京
に
居
住
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
海
馬
島
と
の
関
わ
り
は
持
続
し

て
い
た
の
だ
ろ
う
。

翌
一
九
一
六
年
七
月
の
新
聞
諸
紙
は
、
志
田
の
計
画
が
具
体
化
に
向
け
て
進
ん
で
い
る
こ

と
を
報
じ
る（
36
）。「
大
日
本
毛
皮
獣
養
殖
株
式
会
社
」
と
し
て
東
京
市
牛
込
区
西
五
軒
町

三
十
四
番
地
に
創
立
事
務
所
を
設
置
、
資
本
金
二
十
五
万
円
、
創
立
委
員
長
に
海
軍
中
将
中

尾
雄
、
委
員
に
海
軍
出
身
の
有
力
者
・
華
族
・
実
業
家
な
ど
十
数
名
が
名
を
連
ね
た
。
具
体

的
な
事
業
と
し
て
は
、
初
年
に
北
海
道
産
タ
ヌ
キ
数
百
頭
を
買
い
入
れ
て
海
馬
島
に
放
牧
し
、

三
年
目
ま
で
は
タ
ヌ
キ
の
産
殖
を
図
り
、
や
が
て
キ
ツ
ネ
・
テ
ン
・
カ
ワ
ウ
ソ
・
シ
カ
な
ど

の
毛
皮
獣
を
養
殖
し
、
三
年
目
か
ら
利
益
の
配
当
を
す
る
目
論
見
で
、
タ
ヌ
キ
買
入
れ
の
た

め
に
社
員
で
獣
医
の
田
村
厚
が
す
で
に
来
道
し
た
、
と
い
う
。

海
軍
有
力
者
や
華
族
な
ど
に
賛
同
者
を
得
て
組
織
化
を
進
め
る
あ
た
り
は
、
日
露
戦
争
前

後
の
志
田
の
行
動
様
式
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

こ
の
記
事
で
は
、
事
業
の
最
初
の
柱
に
エ
ゾ
タ
ヌ
キ
の
移
入
が
置
か
れ
、
キ
ツ
ネ
の
存
在

感
は
そ
う
大
き
く
は
な
い
。
新
聞
紙
面
を
た
ど
っ
た
印
象
で
は
、
タ
ヌ
キ
の
飼
育
（
養
狸

業
）
が
北
海
道
や
樺
太
で
盛
ん
に
な
る
の
は
一
九
三
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
こ
の

時
期
に
タ
ヌ
キ
の
移
入
に
着
目
し
て
い
た
と
い
う
報
道
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
ど
う
い
う
背
景

が
あ
っ
た
の
か
、
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
会
社
創
立
は
頓
挫
し
た
。『
樺
太
日
日
新
聞
』
同
年
十
一
月
十
六
日
付
は
、

「
志
田
力
次
〔
マ
マ
〕氏
の
発
起
に
な
る
毛
皮
獣
飼
育
会
社
は
都
合
に
依
り
解
散
す
る
の
止
む
な
き
に

至
り
」
と
し
、
そ
の
き
っ
か
け
に
渡
瀬
庄
三
郎
博
士
が
豊
原
で
お
こ
な
っ
た
講
演
を
挙
げ

る（
37
）。
ま
た
、『
小
樽
新
聞
』
十
一
月
八
日
付
は
、
十
月
九
日
に
発
起
人
会
を
開
き
な
が

ら
解
散
し
て
し
ま
っ
た
理
由
を
志
田
が
説
明
し
た
言
葉
と
し
て
、
事
業
計
画
を
立
て
る
過
程

で
助
言
を
仰
い
で
い
た
渡
瀬
が
、
タ
ヌ
キ
を
島
に
放
つ
事
業
の
先
行
き
に
悲
観
的
な
こ
と
を

言
い
出
し
た
こ
と
を
記
す（
38
）。
渡
瀬
の
講
演
記
録
を
見
る
と
、
柵
の
な
か
で
の
キ
ツ
ネ
飼

育
の
確
実
性
を
強
調
す
る
一
方
、
キ
ツ
ネ
・
タ
ヌ
キ
・
テ
ン
な
ど
を
島
嶼
に
放
牧
し
て
も
、

経
済
価
値
が
高
い
も
の
が
生
存
競
争
に
勝
ち
抜
く
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る（
39
）。

エ
ゾ
タ
ヌ
キ
を
放
つ
計
画
に
彼
が
釘
を
刺
し
た
こ
と
は
あ
り
得
そ
う
だ
。

そ
れ
で
も
志
田
は
あ
き
ら
め
な
い
。

翌
一
九
一
七
年
四
月
上
旬
に
は
、
カ
ナ
ダ
の
プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
島
を
自
ら
訪
問
し

て
「
ロ
ー
ズ
バ
ン
ク
養
狐
会
社
に
一
ヶ
月
間
実
際
上
の
研
究
に
従
事
」
し
、
ま
た
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
と
シ
カ
ゴ
で
毛
皮
市
場
の
取
引
状
況
を
視
察
し
て
帰
国
し
た
。
七
月
末
に
東
京
商
業

会
議
所
で
視
察
内
容
を
語
っ
た
内
容
が
報
じ
ら
れ
て
い
る（
40
）。
こ
こ
で
志
田
は
、
同
島
に

は
二
百
三
十
も
の
養
狐
場
が
あ
っ
て
非
常
な
利
益
を
上
げ
て
い
る
こ
と
、「
黒
狐
」
の
毛
皮

需
要
は
大
き
い
一
方
、
世
界
的
に
は
生
産
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
養
狐
業
の
前
途
は
「
頗
ル

有
望
」
な
こ
と
、
な
ど
を
述
べ
る
。
九
月
に
は
「
ロ
ー
ズ
バ
ン
ク
会
社
の
助
手
」
が
志
田
が

購
入
し
た
種
狐
数
つ
が
い
を
連
れ
て
来
て
翌
年
ま
で
飼
育
す
る
手
は
ず
に
な
っ
て
い
る
、
と

い
う
。

『
北
海
タ
イ
ム
ス
』
同
年
十
月
三
日
付
は
、
志
田
が
多
数
の
発
起
人
を
得
て
資
本
金

二
十
万
円
の
「
日
本
銀
黒
色
狐
株
式
会
社
」
を
創
立
し
、
海
馬
島
で
事
業
を
行
う
予
定
で
、

ロ
ー
ズ
バ
ン
ク
毛
皮
獣
会
社
が
選
択
し
た
「
最
上
種
銀
黒
色
狐
」
五
つ
が
い
を
輸
入
予
定
だ

と
す
る（
41
）。

プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
島
か
ら
海
馬
島
へ
の
キ
ツ
ネ
の
移
入
は
実
施
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。
興
味
深
い
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
点
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。
次
に
引
用
す

る
翌
一
九
一
八
年
四
月
八
日
付
の
『
函
館
毎
日
新
聞
』
の
記
事
か
ら
は
、
一
九
一
七
年
中
に

会
社
は
創
立
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
、
カ
ナ
ダ
か
ら
の
キ
ツ
ネ
移
入
も
延
期
に
な
っ
た

可
能
性
が
あ
り
そ
う
だ
（
以
下
、
引
用
文
に
は
句
読
点
を
補
っ
た
）。

●
海
馬
島
拓
殖
計
画
　
島
田
四
郎
、
田
林
喜
三
郎
、
亀
田
候
吉
、
佐
伯
敬
一
郎
、
吉
田

市
恵
、
亀
田
寅
吉
、
志
田
力
二
氏
等
は
資
本
金
三
十
万
円
を
以
て
海
馬
島
拓
殖
株
式
会

社
創
立
計
画
を
立
て
、
株
式
発
起
人
及
び
賛
成
人
等
に
て
全
部
引
受
済
み
と
な
り
、
本

月
五
日
迄
に
第
一
回
払
込
を
終
了
せ
し
む
る
筈
な
る
が
、
遅
滞
な
く
払
込
済
み
の
上
は

直
に
創
立
総
会
開
債
〔
マ
マ
〕の
通
知
を
発
す
る
由
。
而
し
て
同
社
の
事
業
は
左
の
如
し
。
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（
一
）
銀
黒
色
狐
其
他
各
種
動
物
の
飼
養
販
売
、（
二
）
植
林
、
農
業
、
漁
業
並
に
木
材

業
、（
三
）
各
種
毛
皮
並
に
海
産
物
の
売
買
、（
四
）
海
運
業
、（
五
）
前
各
項
に
附
帯

す
る
一
般
の
業
務

こ
の
記
事
は
、
志
田
ら
の
事
業
計
画
が
カ
ナ
ダ
産
「
銀
黒
色
狐
」
以
外
の
動
物
の
飼
養
な

ど
、
幅
の
広
さ
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
。

志
田
の
事
業
の
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
『
樺
太
日
日
新
聞
』
一
九
二
二
年
五
月

三
十
一
日
付
に
記
事
が
あ
る（
42
）。
前
後
の
一
部
を
略
し
て
以
下
に
引
用
す
る
。

…
則
ち
其
昔
は
海
獣
の
棲
息
地
で
あ
つ
た
が
、
漁
民
の
濫
獲
か
ら
其
名
を
う
た
は
れ
た

程
の
ア
シ
カ
も
跡
を
絶
つ
た
の
で
、
今
で
〔
は
〕
そ
の
一
部
を
狐
や
狸
の
放
牧
場
と
し

狐
も
狸
も
相
当
の
数
に
殖
え
、
中
に
黒
狐
・
三
毛
狐
な
ど
も
交
つ
て
ゐ
る
。
之
等
の
放

牧
は
同
島
の
漁
業
権
の
一
部
を
握
つ
て
ゐ
る
志
田
力
二
氏
が
独
立
経
営
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
が
、
同
氏
は
更
に
緬
羊
の
養
殖
を
企
て
、
昨
年
七
月
奉
天
・
鄭
家
屯
方
面
へ
出
か

け
て
濠
洲
産
メ
リ
ノ
ウ
種
五
十
頭
を
購
入
し
同
島
に
送
り
、
農
商
務
省
か
ら
も
優
良
な

る
同
種
の
牡
二
頭
を
下
附
さ
れ
同
島
に
送
つ
た
か
ら
、
今
秋
の
交
尾
を
経
た
ら
其
成
績

は
頗
る
注
目
に
値
す
べ
く
、
此
処
に
同
島
は
狐
狸
ば
か
り
で
な
く
有
望
な
る
緬
羊
の
放

牧
地
と
な
り
、
北
海
の
一
孤
島
更
に
一
富
源
を
増
〔
す
〕
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
経
営

者
志
田
氏
は
其
成
績
を
検
す
べ
く
六
月
上
旬
同
島
に
向
ふ
筈
で
、
目
下
準
備
中
で
あ
る

が
、
其
状
態
に
つ
き
語
つ
て
曰
く
、
同
島
の
海
獣
は
餌
が
豊
富
で
あ
る
の
で
非
常
に
繁

殖
に
は
好
都
合
で
、
ゴ
メ
な
ど
は
海
岸
に
土
も
見
え
ぬ
程
位
に
密
集
す
る
。
そ
し
て
卵

を
土
中
に
産
む
の
で
放
牧
に
は
以
て
来
い
で
あ
る
。
狸
の
方
は
狐
程
多
く
は
殖
え
な
い

が
、
之
は
野
犬
が
多
く
ゐ
た
故
で
、
今
は
之
も
撲
殺
し
た
か
ら
安
心
し
棲
息
し
居
る
状

態
で
あ
る
。
同
島
に
は
約
百
八
十
戸
ば
か
り
の
漁
家
が
あ
り
、
漁
民
何
れ
も
動
物
を
愛

す
る
の
で
、
狐
や
狸
が
勝
手
口
か
ら
遊
び
に
来
る
な
ど
、
内
地
で
は
全
く
見
ら
れ
な
い

図
で
あ
る
と
…

こ
れ
に
よ
る
と
、
キ
ツ
ネ
以
外
に
タ
ヌ
キ
も
「
放
牧
」
し
て
繁
殖
を
図
り
つ
つ
あ
る
。
さ

ら
に
は
、
中
国
東
北
の
奉
天
・
鄭
家
屯
方
面
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
産
メ
リ
ノ
ー
種
の
緬
羊

五
十
頭
を
購
入
し
、
農
商
務
省
か
ら
優
良
種
の
牡
二
頭
の
下
付
を
受
け
て
放
牧
を
し
て
い
る
。

キ
ツ
ネ
と
タ
ヌ
キ
を
ど
こ
か
ら
持
ち
込
ん
だ
の
か
、
プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
島
か
ら
の
キ

ツ
ネ
移
入
が
実
現
し
た
の
か
、
こ
こ
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
。

キ
ツ
ネ
と
タ
ヌ
キ
に
つ
い
て
も
「
放
牧
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
動

物
が
「
勝
手
口
か
ら
遊
び
に
来
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
狭
い
柵
内
で
の
飼
育
で
は
な
く
、

放
し
飼
い
状
態
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
タ
ヌ
キ
の
繁
殖
を
妨
げ
る
と
し
て
野

犬
を
撲
殺
し
た
と
あ
る
点
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

志
田
の
計
画
は
何
度
も
座
礁
し
か
け
、
修
正
を
重
ね
な
が
ら
も
実
現
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
志
田
は
一
九
二
五
年
二
月
二
十
四
日
に
東
京
で
病
没
し
た（
43
）。
志
田
が

主
導
し
て
の
海
馬
島
で
の
諸
事
業
は
、
終
わ
り
を
告
げ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
二
）
海
馬
村
の
村
営
事
業
と
し
て

志
田
力
二
の
亡
き
後
、
い
っ
た
ん
消
え
た
か
に
思
え
た
海
馬
島
の
キ
ツ
ネ
関
連
事
業
は
、

そ
の
後
再
び
浮
上
す
る
。
　
　

海
馬
島
は
全
島
が
一
つ
の
村
、
海
馬
村
と
な
っ
て
い
た
。
産
業
と
し
て
は
漁
業
中
心
の
村

だ
が
、『
樺
太
日
日
新
聞
』
紙
上
に
は
貧
困
に
悩
ま
さ
れ
が
ち
な
、
窮
乏
す
る
村
（
島
）
と

し
て
、
し
ば
し
ば
そ
の
名
を
見
る
。

一
九
二
六
年
六
月
、
村
の
「
復
活
策
」
を
講
ず
る
た
め
に
葛
岡
村
長
ら
が
樺
太
庁
を
訪
れ

て
、
道
路
開
削
や
船
揚
場
・
乾
場
の
設
置
な
ど
を
陳
情
し
た
際
、
小
沼
試
験
場
の
養
狐
業
を

視
察
し
た（
44
）。
こ
の
記
事
か
ら
は
村
長
ら
の
養
狐
業
へ
の
意
欲
が
垣
間
見
え
る
が
、
す
ぐ

に
着
手
と
は
行
か
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
具
体
化
の
動
き
が
見
え
る
の
は
、
一
九
二
九
年
に

な
っ
て
か
ら
。『
樺
太
日
日
新
聞
』
同
年
十
一
月
二
十
九
日
付
は
、
海
馬
村
で
村
営
の
養
狐

事
業
の
計
画
が
進
捗
し
、
十
一
月
十
八
日
の
村
会
で
島
全
体
を
養
狐
事
業
の
区
域
と
し
て
養

狐
に
危
害
を
加
え
る
獣
類
一
切
の
飼
育
を
厳
禁
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
、
と
報
じ
る（
45
）。

海
馬
村
の
こ
う
し
た
施
策
を
樺
太
庁
も
支
え
た
。
同
年
七
月
二
十
四
日
の
樺
太
庁
告
示
第
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一
五
三
号
は
、
海
馬
村
一
円
と
同
村
海
岸
線
か
ら
二
千
間
以
内
の
海
上
を
禁
猟
区
と
し
た
。

移
入
し
た
「
紅
狐
」
の
飼
料
に
同
島
に
生
息
す
る
野
生
鳥
獣
を
利
用
す
る
た
め
だ
と
い

う（
46
）。

一
九
三
〇
年
九
月
に
は
、
キ
ツ
ネ
に
と
っ
て
の
「
害
獣
」
で
あ
る
犬
を
全
島
か
ら
駆
逐
し

た
う
え
で
、
農
林
省
が
無
償
で
譲
渡
し
て
千
島
か
ら
択
捉
丸
で
運
ん
で
来
た
「
紅
狐
」
五
つ

が
い
を
島
に
放
っ
た（
47
）。『
樺
太
日
日
新
聞
』
十
二
月
十
日
付
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
の
志

田
の
事
業
に
由
来
す
る
分
も
含
め
て
島
内
の
キ
ツ
ネ
は
百
六
十
頭
ほ
ど
に
達
し
、
人
に
馴
れ

て
民
家
に
入
り
込
む
の
を
島
民
も
「
島
の
宝
」
と
し
て
保
育
し
て
お
り
、
近
く
調
査
の
う
え

百
頭
ほ
ど
を
対
象
に
第
一
回
の
「
屠
殺
」
を
し
て
毛
皮
を
売
却
す
る
予
定
だ
っ
た（
48
）。
農

林
省
か
ら
「
紅
狐
」
十
五
つ
が
い
、
三
十
頭
の
有
償
払
下
げ
を
受
け
、
翌
春
放
つ
予
定
、
と

も
記
す
。
こ
れ
ら
農
林
省
か
ら
の
「
紅
狐
」
は
千
島
で
飼
育
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
か
つ
て
の
千
島
と
同
様
、
外
部
か
ら
の
優
良
個
体
持
込
み
と
表
裏
を
な
す
よ
う

に
、
在
来
キ
ツ
ネ
の
駆
除
が
こ
こ
で
も
検
討
さ
れ
、
実
行
に
移
さ
れ
る
。

一
九
三
三
年
十
一
月
末
か
ら
十
二
月
上
旬
に
か
け
て
、
海
馬
村
は
「
赤
狐
」
三
十
四
頭
、

「
十
字
狐
」
二
頭
、
計
三
十
六
頭
を
猟
獲
し
、
そ
の
毛
皮
は
樺
太
庁
殖
民
課
に
依
頼
し
て
販

売
し
た（
49
）。
こ
う
し
た
「
野
狐
」（
在
来
キ
ツ
ネ
）
の
猟
獲
は
以
後
も
毎
年
実
施
し
、
い

ず
れ
は
「
純
粋
な
紅
狐
の
み
に
し
た
い
意
向
」
だ
っ
た
。

翌
一
九
三
四
年
九
月
に
は
、
葛
岡
村
長
が
樺
太
庁
で
交
渉
し
た
結
果
、
栄
浜
村
養
狐
場
で

飼
育
さ
れ
て
い
た
占
守
島
産
の
「
紅
狐
」
五
つ
が
い
、
十
頭
を
購
入
し
、
二
十
三
日
に
帰
村

す
る
村
長
が
島
に
も
た
ら
し
た（
50
）。

農
林
省
や
樺
太
庁
な
ど
か
ら
助
力
も
得
て
の
村
営
の
キ
ツ
ネ
放
飼
の
収
支
状
況
は
把
握
で

き
て
い
な
い
が
、
新
聞
記
事
を
見
る
限
り
日
中
戦
争
開
始
前
、
一
九
三
〇
年
代
半
ば
頃
ま
で

は
楽
観
的
な
見
通
し
が
あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

し
か
し
、
時
局
の
変
化
は
、
キ
ツ
ネ
と
島
民
の
関
係
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
た
。

『
北
海
タ
イ
ム
ス
』
一
九
四
〇
年
九
月
十
三
日
付
は
、
島
内
の
キ
ツ
ネ
撲
殺
で
島
内
の
意

見
が
一
致
し
、
事
業
に
協
力
を
得
て
き
た
樺
太
庁
の
了
解
を
求
め
る
た
め
村
長
一
行
が
来
庁

予
定
だ
と
報
じ
る（
51
）。
小
樽
か
ら
の
生
活
諸
物
資
の
供
給
が
絶
え
た
の
で
、
本
斗
か
ら
供

給
を
得
よ
う
と
し
た
が
、
順
調
に
行
か
な
い
。
そ
の
た
め
、
農
作
物
の
自
給
を
目
論
ん
で
小

規
模
な
作
付
け
を
し
て
き
た
が
、
キ
ツ
ネ
が
肥
料
を
食
い
荒
ら
す
こ
と
、「
狐
皮
の
輸
出
途

絶
か
ら
養
狐
事
業
も
妙
味
が
無
く
な
つ
た
」
こ
と
が
背
景
に
は
あ
っ
た
。

そ
の
後
の
経
過
は
把
握
で
き
て
い
な
い
が
、
戦
時
下
の
経
済
状
況
の
悪
化
を
考
え
る
と
、

キ
ツ
ネ
の
駆
除
が
行
わ
れ
た
可
能
性
は
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
諸
方
面
か
ら
海
馬
島
に
持

ち
込
ま
れ
た
キ
ツ
ネ
と
そ
の
子
孫
た
ち
は
、
こ
の
と
き
一
掃
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

四
　
キ
ツ
ネ
が
つ
な
ぐ
地
域
と
地
域
　

（
一
）
そ
の
他
の
島
へ
の
移
入

千
島
と
海
馬
島
以
外
に
も
、
北
海
道
の
島
々
に
キ
ツ
ネ
を
移
入
す
る
計
画
や
そ
の
実
施
が

あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
史
料
が
あ
る
。
ま
だ
断
片
的
に
し
か
収
集
で
き
て
い
な
い
が
、
今
後

の
参
考
の
た
め
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

利
尻
島
に
つ
い
て
、『
函
館
毎
日
新
聞
』
一
九
二
三
年
八
月
十
六
日
付
が
、
鬼
脇
・
仙
法

志
・
鴛
泊
・
沓
形
の
各
村
共
同
で
「
青
狐
」
の
放
飼
計
画
を
進
め
て
お
り
、
各
村
理
事
者
と

有
志
は
大
乗
り
気
で
調
査
中
だ
、
と
報
じ
る（
52
）。
こ
の
計
画
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か

に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
把
握
で
き
て
い
な
い
。

礼
文
島
に
つ
い
て
、『
小
樽
新
聞
』
一
九
四
〇
年
一
月
十
六
日
付
は
、
礼
文
島
は
「
紅
狐
」

と
「
有
益
鳥
類
」
の
保
護
の
た
め
に
一
九
二
九
年
度
か
ら
十
ヶ
年
間
特
別
禁
猟
区
に
設
定
さ

れ
て
き
た
が
、
前
年
十
二
月
で
そ
の
期
限
が
切
れ
た
の
で
、
農
林
省
は
引
き
続
き
一
月
十
六

日
か
ら
向
う
十
ヶ
年
間
再
設
定
す
る
こ
と
に
し
た
、
と
報
じ
る（
53
）。「
紅
狐
」
は
樹
木
を

害
す
る
「
野
鼠
」
駆
逐
目
的
で
一
九
二
九
年
に
中
部
千
島
か
ら
四
十
五
、六
頭
を
礼
文
島
に

移
殖
し
た
も
の
で
、「
銀
黒
狐
」
と
は
異
な
る
種
類
の
極
め
て
珍
し
い
も
の
と
し
て
増
殖
の

た
め
保
護
に
乗
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
。

外
部
か
ら
の
キ
ツ
ネ
移
入
と
は
異
な
る
が
、『
小
樽
新
聞
』
一
九
一
七
年
五
月
十
一
日
付

は
、
色
丹
島
で
産
物
と
し
て
の
貴
重
さ
と
、
ネ
ズ
ミ
を
捕
食
す
る
こ
と
へ
の
注
目
か
ら
キ
ツ

ネ
猟
を
禁
止
し
た
こ
と
を
報
じ
る（
54
）。
色
丹
島
の
キ
ツ
ネ
は
毛
皮
が
優
良
な
こ
と
が
知
ら
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れ
、
毎
年
少
な
く
と
も
六
、七
十
頭
の
猟
獲
が
あ
っ
た
が
、
濫
獲
の
た
め
近
年
で
は
七
、八
頭

（
の
猟
獲
？
）
に
過
ぎ
な
い
。
キ
ツ
ネ
の
減
少
は
「
野
鼠
の
増
殖
を
来
し
諸
般
の
被
害
」
が

少
な
く
な
い
の
で
、
十
一
日
、
色
丹
郡
斜
古
丹
村
全
部
を
向
う
十
年
間
禁
猟
区
と
す
る
こ
と

を
（
北
海
道
庁
が
）
決
定
、
告
示
し
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
ネ
ズ
ミ
害
対
策
と
し
て
の
キ
ツ
ネ
移
入
は
、
同
じ
頃
に
同
様
の
目
的
で
実
施

さ
れ
た
イ
タ
チ
や
テ
ン
の
移
入
と
連
動
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
イ
タ
チ
の
移
入
に
自
ら
も
関

わ
っ
た
北
海
道
帝
国
大
学
農
学
部
の
犬
飼
哲
夫
に
よ
れ
ば
、
利
尻
島
に
は
一
九
三
三
〜
三
五

年
に
計
四
十
一
頭
、
礼
文
島
に
は
一
九
四
〇
年
と
四
三
年
に
計
八
十
八
頭
、
樺
太
に
は

一
九
三
二
〜
四
〇
年
に
百
二
十
三
頭
、
奥
尻
島
に
は
一
九
四
八
年
に
十
八
頭
を
そ
れ
ぞ
れ
移

入
し
た（
55
）。
テ
ン
に
つ
い
て
『
樺
太
日
日
新
聞
』
一
九
四
一
年
五
月
十
五
日
付
は
、
樺
太

庁
が
造
林
地
を
食
害
す
る
ヤ
チ
ネ
ズ
ミ
の
撲
滅
を
図
ろ
う
と
犬
飼
哲
夫
に
相
談
し
た
の
に
対

し
て
、
犬
飼
は
毒
餌
法
と
並
ん
で
テ
ン
の
増
殖
を
図
る
こ
と
を
提
案
し
た
、
と
報
じ
る（
56
）。

記
事
中
に
は
「
先
に
本
斗
林
務
署
管
内
に
二
百
五
十
尾
を
放
し
た
」
と
あ
り
、
す
で
に
実
績

が
あ
る
よ
う
だ
。

（
二
）
行
き
交
う
キ
ツ
ネ
、
行
き
交
う
人
び
と

日
本
国
内
の
養
狐
業
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
国
際
的
な
毛
皮
市
場
の
動
向
に
影
響
さ
れ
て

衰
退
し
た
が
、
徐
々
に
持
ち
直
し
た
。
一
九
二
九
年
度
の
全
国
の
民
営
養
狐
場
数
は

九
十
六
ヶ
所
、
飼
育
数
は
二
七
一
二
頭
だ
っ
た
の
が
、
一
九
三
八
年
二
月
一
日
現
在
で
は

一
六
六
九
ヶ
所
、
二
万
二
二
〇
四
頭
に
達
し
た（
57
）。
そ
の
う
ち
最
多
の
樺
太
が
八
〇
九
ヶ

所
、
一
万
二
一
四
六
頭
、
そ
れ
に
次
ぐ
北
海
道
が
六
八
三
ヶ
所
、
七
八
五
〇
頭
で
、
両
者
で

全
国
の
ほ
ぼ
九
割
を
占
め
た
。

養
狐
場
は
野
生
の
キ
ツ
ネ
を
生
け
捕
り
に
し
て
飼
育
す
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
多
く
は
種

狐
を
購
入
し
た
と
思
わ
れ
る
。
北
海
道
や
樺
太
の
新
聞
に
は
、
し
ば
し
ば
種
狐
の
販
売
広
告

が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

養
狐
業
の
広
が
り
は
、
海
外
由
来
の
も
の
を
含
め
て
キ
ツ
ネ
の
人
為
的
な
移
動
を
活
発
化

さ
せ
、
移
動
の
距
離
も
広
げ
た
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
述
べ
た
も
の
の
他
に
、
例
え
ば
次
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
。

一
九
一
六
年
に
樺
太
物
産
会
社
重
役
の
加
藤
強
が
樺
太
久
春
内
支
庁
管
内
の
塔
路
に
開
設

し
た
養
狐
場
で
は
、
島
内
産
キ
ツ
ネ
に
加
え
て
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
産
「
赤
狐
」
九
頭
、
コ
マ
ン

ド
ル
ス
キ
ー
島
産
「
青
狐
」
十
五
つ
が
い
を
入
手
し
、
飼
育
し
た（
58
）。

根
室
町
の
大
津
瀧
三
郎
は
一
九
一
六
年
に
色
丹
島
で
数
つ
が
い
の
「
三
毛
狐
」
と
「
赤

狐
」
を
捕
獲
し
て
太
平
洋
側
沖
合
の
緩
島
（
ユ
ル
リ
島
）
に
放
っ
た（
59
）。
翌
一
九
一
七
年

に
は
同
町
の
児
玉
只
市
が
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
産
の
「
銀
色
狐
」
六
十
余
頭
を
輸
入
し
、
和
田
村

公
園
地
の
一
部
に
金
網
で
囲
い
を
作
っ
て
飼
育
し
た
。
こ
の
二
つ
の
事
業
は
一
九
一
八
年
春
、

北
日
本
興
業
会
社
が
合
併
買
収
し
て
経
営
し
、
児
玉
は
同
年
さ
ら
に
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
か
ら

「
銀
色
狐
」
を
購
入
し
て
別
に
養
狐
場
を
開
設
し
た
。

一
九
一
九
年
に
発
足
し
た
極
東
養
狐
株
式
会
社
は
、
和
田
村
に
養
狐
場
を
開
設
し
、
視
察

の
た
め
に
芳
賀
技
師
を
ア
ラ
ス
カ
に
派
遣
。
芳
賀
は
翌
年
一
月
に
ア
ラ
ス
カ
産
「
青
狐
」
と

プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
島
の
「
銀
黒
狐
」
四
十
頭
を
購
入
し
て
帰
り
、
飼
養
を
開
始
し

た（
60
）。

カ
ナ
ダ
か
ら
樺
太
に
キ
ツ
ネ
が
も
た
ら
さ
れ
た
記
録
も
あ
る（
61
）。
一
九
一
八
年
十
二
月

に
横
浜
に
帰
航
し
た
馬
尼
拉
丸
に
は
、
樺
太
で
飼
育
す
る
予
定
の
「
黒
狐
」
二
十
頭
を
携
帯

し
た
カ
ナ
ダ
人
「
シ
ヨ
ン
カ
ス
ウ
エ
ル
氏
」
が
乗
船
し
て
い
た
。
ま
た
、
一
九
一
九
年
二
月

に
は
ア
ル
バ
ー
タ
州
エ
ド
モ
ン
ト
ン
の
輸
出
業
者
「
ジ
ヱ
ー
・
ヱ
ー
・
ウ
イ
ル
ソ
ン
氏
」
が

樺
太
で
飼
育
予
定
の
「
黒
狐
」
十
四
頭
と
「
獺
」
八
頭
を
携
帯
し
、
横
浜
に
到
着
し
た
。

樺
太
か
ら
北
米
や
中
国
東
北
部
へ
の
人
の
動
き
も
あ
っ
た
。
一
九
三
六
年
一
月
十
八
日
付

の
『
樺
太
日
日
新
聞
』
は
大
泊
町
の
養
狐
場
主
岡
野
ス
ナ
オ
が
、
三
月
に
大
泊
中
学
を
卒
業

す
る
長
男
を
養
狐
業
実
習
の
た
め
に
ワ
シ
ン
ト
ン
州
タ
コ
マ
市
郊
外
の
養
狐
場
に
送
る
予
定

を
報
じ
る（
62
）。
ま
た
、
同
紙
一
九
三
三
年
十
二
月
十
四
日
付
に
よ
る
と
、
豊
真
運
輸
の
運

転
手
だ
っ
た
齋
藤
庄
太
郎
は
満
州
で
の
起
業
を
志
し
て
新
京
・
ハ
ル
ビ
ン
方
面
を
訪
れ
、
ハ

イ
ラ
ル
で
養
狐
業
の
経
営
に
着
手
す
る
こ
と
を
決
め
、
大
泊
・
小
沼
・
追
分
の
養
狐
場
か
ら

カ
ナ
ダ
産
「
銀
黒
狐
」
二
つ
が
い
を
購
入
し
て
出
発
し
た（
63
）。

キ
ツ
ネ
が
津
軽
海
峡
の
南
へ
と
移
動
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。『
秋
田
魁
新
報
』
一
九
三
七
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年
十
月
二
十
四
日
付
は
、
秋
田
県
仙
北
郡
大
曲
町
高
畑
（
現
在
の
大
仙
市
）
の
富
樫
時
衛
が

こ
の
春
か
ら
「
北
海
道
中
央
養
狐
場
東
北
支
場
」
を
引
き
受
け
て
「
カ
ナ
ダ
系
銀
黒
狐
」
と

「
農
林
省
系
紅
狐
」
の
種
狐
を
飼
育
し
て
増
殖
を
図
っ
た
と
こ
ろ
約
三
十
頭
に
達
し
た
た
め
、

東
北
六
県
の
飼
育
希
望
者
に
貸
与
す
る
計
画
だ
、
と
報
じ
る（
64
）。
同
紙
同
月
九
日
付
は

「
カ
ナ
ダ
系
銀
黒
狐
」
の
格
安
分
譲
と
貸
付
に
つ
い
て
富
樫
が
出
し
た
広
告
を
掲
載
し
て
い

た
。
ま
た
、
同
紙
八
月
二
十
六
日
付
は
、
秋
田
市
の
手
形
山
で
山
本
郡
出
身
の
工
藤
俊
一
が

「
銀
狐
」
を
飼
育
中
だ
と
も
報
じ
る（
65
）。
北
海
道
を
経
由
し
て
カ
ナ
ダ
や
千
島
由
来
の
キ

ツ
ネ
が
秋
田
に
も
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

以
上
は
事
例
の
羅
列
に
と
ど
ま
る
が
、
キ
ツ
ネ
と
キ
ツ
ネ
に
関
わ
る
人
び
と
の
移
動
が
、

か
な
り
入
り
組
み
、
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

一
九
一
〇
年
代
半
ば
、
カ
ナ
ダ
の
プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
島
な
ど
で
盛
ん
に
な
っ
て
い

た
養
狐
業
の
状
況
が
日
本
国
内
に
紹
介
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
が
刺
激
と
な
っ
て
、
樺
太

や
北
海
道
で
養
狐
業
が
活
発
化
す
る
一
方
、
外
部
か
ら
市
場
価
値
が
高
い
キ
ツ
ネ
を
島
に
持

ち
込
ん
で
放
つ
こ
と
が
行
わ
れ
た
。

千
島
中
部
で
は
、
一
九
一
一
年
に
米
英
露
と
締
結
し
た
国
際
条
約
に
よ
っ
て
、
オ
ッ
ト
セ

イ
や
ラ
ッ
コ
な
ど
の
海
獣
保
護
を
政
策
課
題
と
し
た
農
商
務
省
が
、
こ
れ
と
併
せ
て
キ
ツ
ネ

の
繁
殖
を
図
る
こ
と
を
計
画
し
た
。
ロ
シ
ア
領
コ
マ
ン
ド
ル
ス
キ
ー
島
な
ど
外
部
か
ら
の
キ

ツ
ネ
の
持
込
み
、
在
来
の
「
赤
狐
」
の
駆
除
、
キ
ツ
ネ
の
食
料
確
保
を
目
的
と
し
た
他
の
生

物
の
移
入
を
含
む
利
用
、
な
ど
を
そ
の
特
徴
と
す
る
。

樺
太
南
西
沖
の
海
馬
島
で
は
、
民
間
人
で
あ
る
志
田
力
二
が
主
導
し
て
北
海
道
か
ら
の
タ

ヌ
キ
、
プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
島
か
ら
の
キ
ツ
ネ
な
ど
の
移
入
を
計
画
し
た
。
志
田
の
計

画
は
修
正
を
加
え
つ
つ
も
、
一
部
は
実
現
す
る
に
至
っ
た
。
志
田
の
死
後
、
一
九
二
九
年
か

ら
は
海
馬
村
が
運
営
主
体
と
な
り
、
樺
太
庁
な
ど
の
協
力
も
得
な
が
ら
島
（
村
）
の
窮
乏
対

策
と
し
て
の
キ
ツ
ネ
移
入
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
も
千
島
な
ど
か
ら
の
優
良
キ
ツ
ネ
の
移
入
の

一
方
で
在
来
キ
ツ
ネ
や
野
犬
の
排
除
が
見
ら
れ
た
。

開
拓
使
が
奥
尻
島
に
移
入
し
た
シ
カ
に
つ
い
て
以
前
見
た
よ
う
に（
66
）、
外
部
か
ら
の
人

為
的
な
生
物
移
入
は
、
農
耕
な
ど
の
人
間
の
生
産
活
動
に
対
し
て
、
当
初
想
定
し
な
か
っ
た

影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
の
対
象
範
囲
で
は
、
戦
時
下
の
海
馬
島
で
毛
皮
の
価

格
低
下
を
背
景
に
、
農
耕
へ
の
害
を
理
由
と
し
た
キ
ツ
ネ
一
掃
の
計
画
が
浮
上
し
て
い
た
。

本
稿
で
人
間
社
会
に
よ
る
自
然
界
へ
の
生
物
移
入
や
駆
除
に
注
目
す
る
背
景
に
は
、
地
域

の
自
然
環
境
や
生
物
相
へ
の
影
響
に
つ
い
て
の
問
題
意
識
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
本
稿
が

対
象
と
し
た
時
期
以
前
が
「
自
然
」
だ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
点
に
注
意
を
促
し
て
お

き
た
い
。
例
え
ば
、
農
商
務
省
が
駆
除
対
象
と
し
た
宇
志
知
島
在
来
の
「
赤
狐
」
に
つ
い
て
、

一
九
一
三
年
一
月
の
青
木
貞
治
報
告
は
「
狐
は
昔
時
棲
息
せ
ざ
り
し
が
十
余
年
前
膃
肭
獣

船
々
長
武
山
某
一
対
の
赤
狐
を
放
ち
し
由
」
と
記
す（
67
）。
さ
ら
に
一
八
八
五
年
に
英
国
人

の
海
獣
狩
猟
者
ス
ノ
ー
は
「
中
部
千
島
ニ
於
ケ
ル
狐
ハ
土
人
ノ
北
方
ヨ
リ
移
殖
ス
ル
所
ナ
リ

ト
云
ヘ
リ
」
と
記
す（
68
）。
人
間
の
営
み
の
影
響
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

北
海
道
・
千
島
・
樺
太
に
焦
点
を
当
て
て
眺
め
る
と
、
養
狐
業
に
つ
い
て
の
情
報
の
流
通
、

人
間
に
よ
る
キ
ツ
ネ
の
移
動
、
そ
し
て
養
狐
業
に
関
わ
る
人
の
移
動
は
、
カ
ナ
ダ
、
ア
メ
リ

カ
、
ア
ラ
ス
カ
沖
の
プ
リ
ビ
ロ
フ
諸
島
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
沖
の
コ
マ
ン
ド
ル
ス
キ
ー
島
、
中

国
東
北
部
、
本
州
な
ど
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
た
。
キ
ツ
ネ
の
足
取
り
を
追
っ
て
、
予
想
以
上

に
入
り
組
ん
だ
道
を
た
ど
り
、
な
じ
み
が
薄
い
地
域
に
も
入
り
込
ん
だ
な
か
、
事
実
を
十
分

に
整
理
で
き
な
か
っ
た
点
も
多
い
。

ロ
シ
ア
領
内
や
米
国
の
ア
ラ
ス
カ
な
ど
の
島
嶼
部
で
行
わ
れ
て
い
た
キ
ツ
ネ
放
飼
の
実
態

や
そ
れ
ら
に
関
す
る
日
本
国
内
へ
の
情
報
流
入
の
状
況
、
商
品
と
し
て
の
キ
ツ
ネ
毛
皮
の
流

通
や
そ
れ
ら
を
購
入
し
て
身
に
ま
と
っ
た
人
た
ち
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
養
狐
業
に
数
歩
遅

れ
て
樺
太
や
北
海
道
に
広
が
っ
た
養
狸
業
に
つ
い
て
、
ま
た
改
め
て
取
り
上
げ
た
い
。

謝
辞本

稿
作
成
の
た
め
の
史
料
調
査
な
ど
に
つ
い
て
、
北
海
道
立
文
書
館
・
北
海
道
立
図
書

館
・
函
館
市
中
央
図
書
館
・
北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
・
秋
田
県
立
図
書
館
・
利
尻
富
士
町
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教
育
委
員
会
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

本
稿
は
J
S
P
S
科
研
費
（
基
盤
C
）
1
6
K
0
3
0
6
6
の
研
究
成
果
で
あ
る
。

註（
1
）山
田
伸
一「
開
拓
使
と
キ
ツ
ネ
」『
北
海
道
博
物
館
研
究
紀
要
』第
三
号
、二
〇
一
八
年
、二
六
〇（
七
）

-

二
五
三（
一
四
）頁
、同「
開
拓
使
に
よ
る
奥
尻
島
へ
の
シ
カ
移
入
と
そ
の
後
」『
北
海
道
開
拓
記
念

館
研
究
紀
要
』第
三
十
八
号
、二
〇
一
〇
年
、八
〇（
二
七
）-

六
七（
四
〇
）頁
、お
よ
び
同「
開
拓
使
に

よ
る
キ
ジ
、ウ
ナ
ギ
、ド
ジ
ョ
ウ
、ア
ユ
の
移
入
に
つ
い
て
」『
北
海
道
博
物
館
研
究
紀
要
』第
二
号
、

二
〇
一
七
年
、一
三
八（
一
三
）-
一
三
三（
一
八
）頁
。

（
2
）こ
う
し
た
観
点
に
つ
い
て
は
、宮
内
泰
介
編『
半
栽
培
の
環
境
社
会
学
―
こ
れ
か
ら
の
人
と
自
然
』

（
昭
和
堂
、二
〇
〇
九
年
）、お
よ
び
福
永
真
弓『
サ
ケ
を
つ
く
る
人
び
と
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
九
年
）な
ど
を
参
照
。

（
3
）漁
業
史
と
海
獣
猟
史
に
つ
い
て『
函
館
市
史
』通
説
編
第
二
巻（
函
館
市
、一
九
九
〇
年
）、お
よ
び
神

長
英
輔『「
北
洋
』の
誕
生
』（
成
文
社
、二
〇
一
四
年
）ほ
か
を
参
照
。北
太
平
洋
に
お
け
る
交
流
史
と

い
っ
た
視
点
は
、「
北
回
り
の
世
界
史
」の
可
能
性
を
提
唱
し
た
木
村
和
男『
カ
ヌ
ー
と
ビ
ー
ヴ
ァ
ー

の
帝
国
―
カ
ナ
ダ
の
毛
皮
交
易
』（
山
川
出
版
社
、二
〇
〇
二
年
）な
ど
、毛
皮
交
易
史
の
研
究
か
ら

刺
激
を
受
け
て
い
る
。

（
4
）『
養
狐
に
就
て
』（
北
海
道
庁
、一
九
三
一
年
）一
二
頁
。

（
5
）『
樺
太
庁
施
政
三
十
年
史
』上（
樺
太
庁
、一
九
三
六
年〔
復
刻
版
、原
書
房
、一
九
七
三
年
〕）七
四
七

頁
。

（
6
）渡
瀬
の
談
話
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、『
樺
太
日
日
新
聞
』一
九
一
六
年
八
月
十
二–

十
八
日
付

「
養
狐
事
業
／
渡
瀬
理
学
博
士
講
演
」、『
北
海
タ
イ
ム
ス
』一
九
一
六
年
五
月
十
三
日
付「
養
狐
事
業

は
如
何
に
経
営
す
べ
き
乎
／
加
奈
陀
の
養
狐
事
業
を
視
察
せ
る
渡
瀬
理
学
士
の
談
」ほ
か
。

一
九
一
六
年
の
樺
太
へ
の
来
島
に
つ
い
て『
樺
太
日
日
新
聞
』同
年
七
月
二
十
三
日
付「
渡
瀬
博
士

来
島
」、一
九
一
七
年
の
大
沼
養
狐
場
訪
問
に
つ
い
て『
函
館
毎
日
新
聞
』一
九
一
七
年
十
一
月

二
十
七
日
付「
渡
瀬
博
士
来
函
／
大
沼
養
狐
場
計
画
」ほ
か
を
参
照
。

（
7
）渡
瀬
庄
三
郎
に
つ
い
て
は
、渡
邊
洋
之「
渡
瀬
庄
三
郎
の
自
然
観
―
生
物
の
移
入
と
天
然
記
念
物
の

制
定
・
指
定
を
め
ぐ
っ
て
」『
科
学
史
研
究
』第
二
一
三
号
、二
〇
〇
〇
年
、一-

九
頁
を
参
照
。同「
総

動
員
と
野
生
生
物
―
日
本
に
お
け
る
ヌ
ー
ト
リ
ア
の
移
入
」『
同
』第
二
二
七
号
、二
〇
〇
三
年
が

「
日
本
に
お
け
る
養
狐
業
の
紹
介
は
、一
九
一
五
年
に
な
さ
れ
た
、渡
瀬
庄
三
郎
に
よ
る
カ
ナ
ダ
及

び
合
州
国
に
お
け
る
そ
の
視
察
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
」（
一
三
二
頁
）と
し
て
い
る
の
が
、「
最
初

の
紹
介
」と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
、正
し
い
か
は
疑
問
。

（
8
）『
小
樽
新
聞
』一
九
一
五
年
十
月
五
日
付-

二
十
二
日
付「
野
獣
の
飼
養
」。な
お
、養
狐
業
の
歴
史
を

含
め
、プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
島
の
歴
史
に
つ
い
て
、ダ
グ
ラ
ス
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン（
木
村
和
男

訳
）『「
赤
毛
の
ア
ン
」の
島
―
プ
リ
ン
ス
エ
ド
ワ
ー
ド
島
の
歴
史
』（
河
出
書
房
新
社
、一
九
九
五
年
）

を
参
照
。

（
9
）椎
原
広
男「
ミ
シ
ガ
ン
州
に
於
る
養
狐
業
」『
大
日
本
水
産
会
報
』第
三
十
四
号
、一
九
一
五
年
三
月

十
日
、六
四-

六
五
頁
。

（
10
）現
時
点
で
は
私
の
調
査
が
不
十
分
で
、ロ
シ
ア
領
の
養
狐
業
に
関
す
る
調
査
結
果
が
日
本
国
内
で

報
告
さ
れ
た
も
の
を
確
認
で
き
て
い
な
い
。

（
11
）そ
の
一
部
は
山
田
伸
一「
近
代
サ
ハ
リ
ン
に
お
け
る
毛
皮
獣
狩
猟
に
関
す
る
覚
書
」『
北
方
の
資
源

を
め
ぐ
る
先
住
者
と
移
住
者
の
近
現
代
史
―
二
〇
〇
五-

〇
七
年
度
調
査
報
告
』（
北
海
道
開
拓
記

念
館
、二
〇
〇
八
年
）一
四
三-

一
五
〇
頁
。前
掲
の『
通
商
公
報
』は
こ
の『
通
商
彙
纂
』を
改
題
し
た

も
の
。

（
12
）『
北
海
タ
イ
ム
ス
』一
九
一
二
年
九
月
十
四
日
付「
千
島
の
黒
狐
保
護
」。

（
13
）『
函
館
新
聞
』一
九
一
三
年
二
月
二
十
四
日-

三
月
一
日
付「
千
島
野
獣
の
保
護
」。

（
14
）青
木
貞
治「
北
千
島
の
現
状
」『
北
海
之
水
産
』第
十
三-

十
八
号
、一
九
一
三
年
二
月-

十
一
月
。

（
15
）以
下
の
経
緯
は
、前
掲『
函
館
市
史
』通
説
編
第
二
巻
、一
一
七
五-

一
一
九
〇
頁
、お
よ
び
山
田
伸
一

「
日
露
戦
争
前
後
の
海
豹
島（
チ
ュ
レ
ニ
ー
島
）」『
北
方
の
資
源
を
め
ぐ
る
先
住
者
と
移
住
者
の
近

現
代
史
―
北
方
文
化
共
同
研
究
報
告
』（
北
海
道
開
拓
記
念
館
、二
〇
一
〇
年
）五
三-

六
八
頁
を
参

照
。

（
16
）前
掲
山
田「
開
拓
使
と
キ
ツ
ネ
」。

（
17
）「
千
島
海
獣
保
護
情
況
」『
北
海
之
水
産
』第
六
十
五
号
、一
九
一
九
年
六
月
二
十
五
日
、一
四-

一
五

頁
、「
海
獣
保
護
の
情
況
」『
同
』第
六
十
六
号
、同
年
七
月
二
十
五
日
、一
四-

一
五
頁
ほ
か
。

（
18
）『
函
館
毎
日
新
聞
』一
九
一
六
年
五
月
五
日
付
夕
刊「
中
部
千
島
禁
猟
／
黒
狐
蕃
殖
の
為
め
」。

（
19
）『
北
海
タ
イ
ム
ス
』一
九
一
七
年
六
月
二
十
七
日
付「
千
嶋
養
狐
事
業
殉
職
者
は
三
名
／
黒
狐
緑
狐

は
皆
達
者
」、同
年
八
月
二
十
一
日
付「
千
島
の
緑
狐
が
全
部
安
産
し
た
」、同
年
十
二
月
十
二
日
付

「
千
島
獣
猟
業
／
養
狐
と
海
驢
猟
／
臘
虎
と
膃
肭
獣
」、『
函
館
毎
日
新
聞
』一
九
一
六
年
十
二
月
三

日
付「
千
島
の
狐
／
農
商
務
係
員
の
談
」、一
九
一
七
年
五
月
八
日
付「
北
千
島
の
養
狐
」、同
年
五
月

二
十
七
日
付「
養
狐
事
業
監
督
」、『
樺
太
日
日
新
聞
』同
年
七
月
一
日
付「
新
知
島
の
養
狐
／
良
好
に

自
由
繁
殖
」ほ
か
。

（
20
）『
千
島
調
査
書
』（
北
海
道
総
務
部
領
土
復
帰
北
方
漁
業
対
策
本
部
、一
九
五
七
年
）八
四
頁
。

（
21
）『
函
館
日
日
新
聞
』一
九
三
五
年
二
月
二
十
六
日
付
夕
刊「
千
島
毛
皮
競
落
／
意
外
の
安
値
で
取
引
」。

（
22
）前
掲『
千
島
調
査
書
』八
三-

八
七
頁
。

（
23
）前
掲『
千
島
調
査
書
』八
四
頁
。
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（
24
）『
函
館
毎
日
新
聞
』一
九
一
九
年
八
月
十
五
日
付
夕
刊「
北
千
島
養
狐
成
績
／
農
商
務
省
事
業
主
任

技
手
石
野
敬
之
氏
談
」。

（
25
）D
・
W
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
編
・
今
泉
由
典
監
修『
動
物
大
百
科
5
　
小
型
草
食
獣
』（
平
凡
社
、

一
九
八
六
年
）一
六
三
頁
。

（
26
）前
掲『
千
島
調
査
書
』八
五
頁
。そ
の
ほ
か
、得
撫
島
見
島
湾
で
は
鱈
肝
油
二
缶
、新
知
島
武
魯
頓
湾

で
は
鯨
煮
乾
血
粉
・
ビ
ス
ケ
ッ
ト
な
ど
を
給
与
。柵
飼
の
も
の
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
粥
や
野
菜
類
な

ど
植
物
性
の
も
の
を
加
え
て
い
る
。

（
27
）前
掲『
千
島
調
査
書
』八
四
頁
。

（
28
）『
写
真
集
懐
か
し
の
千
島
』（
国
書
刊
行
会
、一
九
八
一
年
）は
、武
魯
頓
湾
の
ト
ナ
カ
イ
放
牧
状
況
と

し
て
写
真
を
掲
載
し
、「
シ
ベ
リ
ア
か
ら
雌
雄
二
頭
入
れ
た
の
が
三
〇
頭
ぐ
ら
い
に
増
え
た
」と
す

る（
一
七
二
頁
）。ま
た
一
九
二
九
・
三
〇
年
に
千
島
を
旅
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
探
検
家
で
動
物
学

者
の
ス
テ
ン
・
ベ
ル
ク
マ
ン
は
こ
れ
ら
の
ト
ナ
カ
イ
が
一
九
二
四
年
に
樺
太
か
ら
五
つ
が
い
が
移

入
さ
れ
、三
十
五
頭
に
達
し
て
い
た
と
記
す（
ス
テ
ン
・
ベ
ル
ク
マ
ン（
加
納
一
郎
訳
）『
千
島
紀
行
』

（
朝
日
文
庫
、一
九
九
二
年
）一
五
七-

一
五
八
頁
）。

（
29
）『
函
館
日
日
新
聞
』一
九
二
一
年
九
月
十
五
日
付「
得
撫
丸
船
内
に
狐
二
十
二
頭
」。

（
30
）『
樺
太
日
日
新
聞
』一
九
三
四
年
五
月
二
十
三
日
付「
紅
狐
の
払
下
げ
／
三
十
六
頭
許
可
／
農
林
省

か
ら
通
知
」。

（
31
）『
北
海
タ
イ
ム
ス
』一
九
二
八
年
九
月
二
十
三
日
付「
千
島
へ
銀
黒
狐
」。

（
32
）前
掲『
千
島
調
査
書
』八
四
頁
。

（
33
）『
函
館
毎
日
新
聞
』一
九
三
六
年
二
月
一
日
付
夕
刊「
武
装
船
を
仕
立
て
ゝ
／
得
撫
島
国
営
養
狐
場

を
襲
ふ
／
不
敵
の
大
密
猟
団
逮
捕
さ
る
」ほ
か
。

（
34
）『
樺
太
日
日
新
聞
』一
九
一
五
年
十
一
月
三
十
日
付「
海
馬
島
の
養
狐
」、お
よ
び
同
年
十
二
月
一
日

付「
海
馬
島
の
養
狐
業
」。

（
35
）日
露
戦
時
を
中
心
と
し
た
志
田
力
二
の
活
動
に
つ
い
て
は
、山
田
伸
一「
日
露
戦
争
前
後
の
海
馬
島

（
モ
ネ
ロ
ン
島
）」前
掲『
北
方
の
資
源
を
め
ぐ
る
先
住
者
と
移
住
者
の
近
現
代
史
―
二
〇
〇
五-

〇
七
年
度
調
査
報
告
』七
九-

九
〇
頁
を
参
照
。

（
36
）『
函
館
毎
日
新
聞
』一
九
一
六
年
七
月
八
日
付「
毛
皮
獣
の
養
殖
／
海
馬
島
の
新
事
業
」、『
北
海
タ
イ

ム
ス
』同
年
七
月
九
日
付「
毛
皮
獣
会
社
設
立
」、『
樺
太
日
日
新
聞
』同
年
七
月
十
四
日
付「
毛
皮
獣

養
殖
業
／
海
馬
島
に
於
け
る
」。

（
37
）『
樺
太
日
日
新
聞
』一
九
一
六
年
十
一
月
十
六
日
付「
養
狐
法
に
就
て
」。

（
38
）『
小
樽
新
聞
』一
九
一
六
年
十
一
月
八
日
付「
海
馬
嶋
の
養
狸
事
業
は
中
止
／
渡
瀬
理
学
博
士
の
悲

観
か
ら
」。

（
39
）『
樺
太
日
日
新
聞
』一
九
一
六
年
八
月
十
六
日
付「
養
狐
事
業
／
渡
瀬
理
学
博
士
講
演（
三
）」。

（
40
）『
樺
太
日
日
新
聞
』一
九
一
七
年
八
月
七
日
付「
養
狐
業
視
察
談
」。『
万
朝
報
』同
年
七
月
十
五
日
付

も「
加
奈
陀
の
養
狐
事
業
／
志
田
氏
の
土
産
話
」と
し
て
志
田
の
帰
国
後
の
談
話
を
掲
載
す
る
。よ

り
詳
し
く
は『
中
外
商
業
新
報
』同
年
九
月
十
四
・
十
五
・
十
六
日
付
が「
米
国
の
養
狐
業
／
銀
黒
色

狐
の
研
究
」と
題
し
て
志
田
の
寄
稿
を
掲
載
。『
万
朝
報
』と『
中
外
商
業
新
報
』の
記
事
は
、神
戸
大

学
附
属
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
新
聞
記
事
文
庫（http://w

w
w
.lib.kobe -u.ac.jp/

sinbun/index.htm
l

）に
拠
っ
た
。

（
41
）『
北
海
タ
イ
ム
ス
』一
九
一
七
年
十
月
三
日
付「
銀
黒
色
狐
会
社
」。

（
42
）『
樺
太
日
日
新
聞
』一
九
二
二
年
五
月
三
十
一
日
付「
海
馬
島
の
狸
狐
事
業
と
／
緬
羊
の
放
牧
を
し

て
／
好
成
績
を
挙
げ
て
ゐ
る
／
漁
業
も
先
鞭
を
つ
け
た
志
田
力
二
氏
」。

（
43
）『
樺
太
日
日
新
聞
』一
九
二
五
年
三
月
十
日
付「
志
田
力
二
氏
訃
」。

（
44
）『
樺
太
日
日
新
聞
』一
九
二
六
年
六
月
二
十
二
日
付「
海
馬
島
で
狐
を
飼
養
か
／
庁
当
局
が
指
導
」。

（
45
）『
樺
太
日
日
新
聞
』一
九
二
九
年
十
一
月
二
十
九
日
付「
海
馬
養
狐
の
村
営
／
全
島
に
放
牧
の
計
画

成
る
／
犬
其
他
害
獣
は
総
て
御
法
度
」。

（
46
）前
掲『
樺
太
庁
施
政
三
十
年
史
』上
、八
〇
三
頁
。同
時
に
、ハ
ク
チ
ョ
ウ
な
ど
の
鳥
獣
保
護
を
目
的

と
し
て
鵜
城
郡
鵜
城
村
の
来
知
志
湖
を
含
む
付
近
一
帯
も
禁
猟
と
し
た
。

（
47
）『
樺
太
日
日
新
聞
』一
九
三
〇
年
七
月
二
十
二
日
付「
往
年
の
ト
ド
島
変
じ
て
／
キ
ツ
ネ
の
島
と
な

る
／
全
島
の
山
野
に
狐
を
放
飼
し
て
／
新
産
業
の
確
立
を
図
る
海
馬
村
」、お
よ
び
同
年
九
月
十
一

日
付「
紅
狐
五
番
ひ
を
／
海
馬
島
に
放
牧
／
振
興
策
の
一
部
緒
に
就
く
」。

（
48
）『
樺
太
日
日
新
聞
』一
九
三
〇
年
十
二
月
十
日
付「
盛
ん
な
海
馬
島
の
養
狐
熱
／
現
在
は
百
六
十
頭

位
だ
が
／
将
来
は
養
狐
を
主
業
と
す
る
計
画
」。

（
49
）『
樺
太
日
日
新
聞
』一
九
三
四
年
一
月
十
一
日
付「
海
馬
島
で
野
狐
退
治
／
目
下
殖
民
課
で
売
捌
く
」。

同
様
の
キ
ツ
ネ
駆
除
に
つ
い
て
は
同
紙
一
九
三
一
年
六
月
七
日
付「
近
く
海
馬
島
で
／
大
仕
掛
の

狐
狩
／
野
狐
が
多
い
の
で
一
掃
す
る
」も
計
画
中
で
あ
る
と
報
じ
て
い
る（
実
施
に
至
っ
た
か
否
は

不
明
）。

（
50
）『
樺
太
日
日
新
聞
』一
九
三
四
年
九
月
二
十
四
日
付「
海
馬
島
へ
紅
狐
を
放
す
／
五
組
の
夫
婦
狐
移

住
」。

（
51
）『
北
海
タ
イ
ム
ス
』一
九
四
〇
年
九
月
十
三
日
付「
海
馬
島
の
悲
鳴
／
住
民
が
狐
退
治
を
決
議
」。

（
52
）『
函
館
毎
日
新
聞
』一
九
二
三
年
八
月
十
六
日
付「
青
狐
養
殖
／
利
尻
島
で
／
目
下
計
画
中
」。

（
53
）『
小
樽
新
聞
』一
九
四
〇
年
一
月
十
六
日
付「
礼
文
の
紅
狐
禁
猟
期
限
追
加
／
向
ふ
十
ヶ
年
」。

（
54
）『
小
樽
新
聞
』一
九
一
七
年
五
月
十
一
日
付「
禁
猟
区
設
定
／
色
丹
狐
の
保
護
」。

（
55
）犬
飼
哲
夫「
野
鼠
駆
除
の
た
め
北
海
道
近
島
へ
の
イ
タ
チ
放
飼
と
そ
の
成
績
」『
札
幌
博
物
学
会
会

報
』十
七
、一
九
四
三
年
十
二
月
、五
六-

五
九
頁
。

（
56
）『
樺
太
日
日
新
聞
』一
九
四
一
年
五
月
十
五
日
付「
貂
を
山
に
放
す
／
消
え
て
無
く
な
れ
ヤ
チ
鼠
」。
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（
57
）『
本
邦
養
狐
業
ノ
趨
勢
』（
農
林
省
水
産
局
、一
九
三
八
年
）。

（
58
）『
函
館
毎
日
新
聞
』一
九
一
六
年
十
一
月
二
十
一
日
付「
樺
太
養
狐
事
業
」。

（
59
）以
下
は『
函
館
毎
日
新
聞
』一
九
一
九
年
八
月
三
十
一
日
付「
根
室
の
養
狐
業
」に
よ
る
。

（
60
）『
北
海
タ
イ
ム
ス
』一
九
二
〇
年
七
月
三
日
付「
一
腹
か
ら
五
万
円
／
お
伽
話
を
実
現
す
る
根
室
養

狐
譚
」。

（
61
）『
函
館
日
日
新
聞
』一
九
一
八
年
十
二
月
二
十
八
日
付「
二
十
匹
の
黒
狐
を
乗
せ
て
／
馬
尼
拉
丸
来

る
／
邦
人
観
光
団
も
」、お
よ
び
一
九
一
九
年
二
月
十
日
付「
黒
狐
を
輸
入
す
／
樺
太
で
飼
育
」。

（
62
）『
樺
太
日
日
新
聞
』一
九
三
六
年
一
月
十
八
日
付
夕
刊「
養
狐
樺
太
を
双
肩
に
／
一
青
年
の
ヒ
ツ
ト

／
来
春
の
卒
業
を
待
ち
カ
ナ
ダ
に
渡
航
す
る
／
大
泊
中
の
岡
野
四
郎
君
」。記
事
に
は
カ
ナ
ダ
と
あ

る
が
、タ
コ
マ
市
は
合
衆
国
の
ワ
シ
ン
ト
ン
州
に
位
置
す
る
。記
者
が
勘
違
い
し
た
も
の
か
。

（
63
）『
樺
太
日
日
新
聞
』一
九
三
三
年
十
二
月
十
四
日
付
夕
刊「
満
洲
で
最
初
の
養
狐
業
を
経
営
／
元
豊

真
運
輸
の
運
転
手
斎
藤
君
」。

（
64
）『
秋
田
魁
新
報
』一
九
三
七
年
十
月
二
十
四
日
付「
飼
養
三
数
頭
／
東
北
一
の
養
狐
場
／
本
県
畜
産

界
の
元
老
富
樫
氏
／
更
に
拡
大
の
計
画
」。

（
65
）『
秋
田
魁
新
報
』同
年
八
月
二
十
六
日
付「
手
形
山
に
於
て
／
銀
狐
を
飼
ふ
／
秋
田
市
で
の
ト
ツ
プ
」。

（
66
）前
掲
山
田「
開
拓
使
に
よ
る
奥
尻
島
へ
の
シ
カ
移
入
と
そ
の
後
」。

（
67
）前
掲
青
木「
北
千
島
の
現
状
」『
北
海
之
水
産
』第
十
三
号
、一
二
頁
。

（
68
）『
北
千
島
調
査
報
告
』（
北
海
道
庁
、一
九
〇
一
年〔
復
刻
版
は
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
、

一
九
七
五
年
〕）掲
載
の
翻
訳
に
よ
る（
三
二
頁
）。
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Fox Introduction to the Islands of Chishima (Kuril Islands), 
Karafuto, and Hokkaido during the 1910s-40s

YAMADA Shin’ichi

 

In the mid-1910s, the prosperous fox-raising 
industry of Prince Edward Island, Canada be-
came known to Japan. This information sparked 
rapid action towards fox-raising industries in 
Karafuto and Hokkaido. At this time, foxes with 
fur colors which fetched high market prices were 
brought to the islands and let loose.

In response to an international treaty execut-
ed between Japan, the United States, England, 
and Russia in 1911, the Ministry of Agriculture and 
Commerce introduced policies to protect fur-
bearing mammals such as northern fur seals and 
sea otters in central Chishima, and in conjunction 
planned to breed foxes. The ministry brought in 
foxes from regions such as the Komandorski 
Islands of Russia, exterminated the native red 
foxes, and also introduced mouse species to 
provide a stable food supply for the foxes.

On Kaiba Island (now Moneron Island) lo-
cated to the southwest of Karafuto, SHIDA Rikiji, 
a private citizen, planned to introduce Japanese 
racoon dogs from Hokkaido and foxes from 
Prince Edward Island. Although the plans under-
went constant revision, they were partially carried 
out. Following Shida’s death, as a measure to 
prevent poverty on the island, Kaiba village intro-
duced foxes in 1929. Once again, more desired 
breed of foxes were brought in from regions such 
as Chishima, and the native foxes and wild dogs 
were exterminated.

Historical research of the introduction of 
foxes to the islands of Chishima (Kuril Islands), 
Karafuto, and Hokkaido will provide valuable in-
sight into the history of exchange between North 
Pacific peoples.

NOTES AND SUGGESTIONS

YAMADA Shin’ichi : History Studies Group, Research Division, Hokkaido Museum
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